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製材の日本農林規格
制 定：平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８３号

（適用の範囲）

第１条 この規格は、原木等を切削加工して寸法を調整した一般材（枠組壁工法構造用製材の日本農林規格（昭和４９年７月８

日農林省告示第６００号）第２条の表に規定する枠組壁工法構造用製材を除く。）、押角、耳付材及びまくら木（以下「製材」

と総称する。）に適用する。

（定義）

第２条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用 語 定 義

造 作 用 製 材 製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、敷居、鴨居、壁その他の建築物の造作に使用する

ことを主な目的とするものをいう。

構 造 用 製 材 製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の構造耐力上主要な部分に使用することを

主な目的とするものをいう。

目視等級区分構造 構造用製材のうち、節、丸身等材の欠点を目視により測定し、等級区分するものをいう。

用製材

甲 種 構 造 材 目視等級区分構造用製材のうち、主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するものをいう。

構 造 用 Ⅰ 甲種構造材のうち、木口の短辺が３６ｍｍ未満のもの、及び木口の短辺が３６ｍｍ以上で、かつ、

木口の長辺が９０ｍｍ未満のものをいう。

構 造 用 Ⅱ 甲種構造材のうち、木口の短辺が３６ｍｍ以上で、かつ、木口の長辺が９０ｍｍ以上のものをいう。

乙 種 構 造 材 目視等級区分構造用製材のうち、主として圧縮性能を必要とする部分に使用するものをいう。

機械等級区分構造 構造用製材のうち、機械によりヤング係数を測定し、等級区分するものをいう。

用製材

下 地 用 製 材 製材のうち、針葉樹を材料とするものであって、建築物の屋根、床、壁等の下地（外部から見えな

い部分をいう。）に使用することを主な目的とするものをいう。

広 葉 樹 製 材 製材のうち、広葉樹を材料とするものをいう。

押 角 下地用製材のうち、丸身が５０％を超え、かつ、材面にひき面がある部分における横断面の辺の欠

を補った形が正方形であるものをいう。

耳 付 材 造作用製材、下地用製材及び広葉樹製材のうち、耳すりをしないものであって、板類のものをいう。

た い こ 材 構造用製材のうち、丸太の髄心を中心に平行する２平面のみを切削したものであって、角類のもの

をいう。

ま く ら 木 用 下地用製材及び広葉樹製材のうち、まくら木に使用するものをいう。

仕 上 げ 材 乾燥後、修正挽き又は材面調整を行い、寸法仕上げをした製材をいう。

未 仕 上 げ 材 乾燥後、寸法仕上げをしない製材をいう。

材 面 板類（構造用製材の板類を除く。）にあっては面積の大きい２平面、角類及び構造用製材の板類に

あっては木口を除く４平面（たいこ材にあっては、木口を除く２平面及びその他の２面）、円柱類

にあっては木口を除く部分を円周方向に４等分した４面をいう。

木 口 の 短 辺 製材の最小横断面における辺の欠を補った方形の短い辺をいう。ただし、当該横断面の形状が正方

形のものにあっては１辺をもって、円形のものにあっては直径をもって木口の短辺とする。

木 口 の 長 辺 製材の最小横断面における辺の欠を補った方形の長い辺をいう。ただし、当該横断面の形状が正方

形のものにあっては１辺をもって、円形のものにあっては直径をもって木口の長辺とする。

材 長 製材の両木口を結ぶ最短直線の長さをいう。ただし、延びに係る部分を除く。

（材種の区分）

第３条 製材の材種は、次のとおり区分する。

(1) 板類：木口の短辺が７５ｍｍ未満で、かつ、木口の長辺が木口の短辺の４倍以上のもの

(2) 角類：木口の短辺が７５ｍｍ以上のもの、及び木口の短辺が７５ｍｍ未満で、かつ、木口の長辺が木口の短辺の４倍未

満のもの
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(3) 円柱類（構造用製材に限る。）：木口の形状が円形であって、直径が長さ方向に一定であるもの

（造作用製材の規格）

第４条 造作用製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 材 面 の 品 質 次項に規定するところによる。

インサイジング インサイジングは、欠点とみなさない。ただし、その仕様は、製材の曲げ強さ及び曲げヤング係

質 数の低下がおおむね１割を超えない範囲内とする。

保 存 処 理 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、次に掲げる基準に適合していること。

(1) アからコまでに掲げるいずれかの種類のうち、当該アからコまでに定める薬剤（アから

ケまでに定める薬剤にあっては、日本工業規格Ｋ １５７０（２００４）に規定するもの）

により保存処理が行われていること。

ア 第四級アンモニウム化合物系

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＡＣ－１）

イ 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系

Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－アンモニウムプロピオネート・

シラフルオフェン剤（ＳＡＡＣ）

ウ ほう素・第四級アンモニウム化合物系

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＢＡＡＣ）

エ 銅・第四級アンモニウム化合物系

銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＣＱ－１）

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤（ＡＣＱ－２）

オ 銅・アゾール化合物系

銅・シプロコナゾール剤（ＣＵＡＺ）

カ アゾール・ネオニコチノイド化合物系

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤（ＡＺＮ）

キ 脂肪酸金属塩系

ナフテン酸銅乳剤（ＮＣＵ－Ｅ）

ナフテン酸亜鉛乳剤（ＮＺＮ－Ｅ）

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤（ＶＺＮ－Ｅ）

ク ナフテン酸金属塩系

ナフテン酸銅油剤（ＮＣＵ－Ｏ）

ナフテン酸亜鉛油剤（ＮＺＮ－Ｏ）

ケ クレオソート油

クレオソート油剤（Ａ）

コ ほう素化合物系

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤（Ｂ）

(2) 別記の３の(2)の浸潤度試験の結果、辺材部分及び心材部分の浸潤度（試験片の切断面が

辺材部分のみ又は心材部分のみから成る場合にあっては、当該辺材部分又は心材部分の浸

潤度）が、次の表の左欄に掲げる性能区分及び中欄に掲げる樹種区分に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる基準に適合していること。

性能 樹 種 区 分 基 準

区分

Ｋ１ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が９０％以上

Ｋ２ 耐久性Ｄ１の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍ

樹種 までの心材部分の浸潤度が２０％以上

耐久性Ｄ２の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍ

樹種 までの心材部分の浸潤度が８０％以上

Ｋ３ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍ

までの心材部分の浸潤度が８０％以上



- 3 -

Ｋ４ 耐久性Ｄ１の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍ

樹種 までの心材部分の浸潤度が８０％以上

耐久性Ｄ２の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍｍ

樹種 （木口の短辺が９０ｍｍを超える製材にあっては、２０ｍｍ）ま

での心材部分の浸潤度が８０％以上

Ｋ５ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍｍ

（木口の短辺が９０ｍｍを超える製材にあっては、２０ｍｍ）ま

での心材部分の浸潤度が８０％以上

（注）１ 耐久性Ｄ１の樹種は、ヒノキ、ヒバ、スギ、カラマツ、ベイヒ、ベイスギ、ベイヒバ、

ベイマツ、ダフリカカラマツ及びサイプレスパインとする。

２ 耐久性Ｄ２の樹種は、１に掲げる樹種以外のものとする。

(3) 別記の３の(3)の吸収量試験の結果、薬剤の吸収量が、次の表の左欄に掲げる性能区分及

び中欄に掲げる使用した薬剤の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準に適

合していること。ただし、複数の有効成分を配合したものについては、その配合比が日本

工業規格Ｋ １５７０（２００４）に規定する範囲内であって、かつ、各有効成分の合計

が次の表の基準に適合していること。

性能 使用した薬剤の種類 基 準

区分

Ｋ１ ほう素化合物系 ほう酸として１．２ｋｇ／ｍ３以上

Ｋ２ 第四級アンモニウム ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＤＤＡＣ」

化合物系 という。）として２．３ｋｇ／ｍ３以上

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物とし

・非エステルピレス て１．３ｋｇ／ｍ３以上

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として１．６ｋｇ／ｍ

モニウム化合物系 ３以上

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として１．３ｋｇ／ｍ３

ウム化合物系 以上

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として０．５ｋｇ／ｍ３以上

系

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．０８ｋｇ／

チノイド化合物系 ｍ３以上

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として０．５ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として１．０ｋｇ

／ｍ３以上

亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあっては、これ

らの化合物として１．３ｋｇ／ｍ３以上

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として０．４ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として０．８ｋｇ

／ｍ３以上

Ｋ３ 第四級アンモニウム ＤＤＡＣとして４．５ｋｇ／ｍ３以上

化合物系

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物とし

・非エステルピレス て２．５ｋｇ／ｍ３以上

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として３．２ｋｇ／ｍ

モニウム化合物系 ３以上

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として２．６ｋｇ／ｍ３
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ウム化合物系 以上

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として１．０ｋｇ／ｍ３以上

系

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．１５ｋｇ／

チノイド化合物系 ｍ３以上

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として１．０ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として２．０ｋｇ

／ｍ３以上

亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあっては、これ

らの化合物として２．５ｋｇ／ｍ３以上

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として０．８ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として１．６ｋｇ

／ｍ３以上

Ｋ４ 第四級アンモニウム ＤＤＡＣとして９．０ｋｇ／ｍ３以上

化合物系

第四級アンモニウム 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物とし

・非エステルピレス て５．０ｋｇ／ｍ３以上

ロイド化合物系

ほう素・第四級アン ほう素・第四級アンモニウム化合物として６．４ｋｇ／ｍ

モニウム化合物系 ３以上

銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として５．２ｋｇ／ｍ３

ウム化合物系 以上

銅・アゾール化合物 銅・シプロコナゾール化合物として２．０ｋｇ／ｍ３以上

系

アゾール・ネオニコ アゾール・ネオニコチノイド化合物として０．３ｋｇ／ｍ

チノイド化合物系 ３以上

脂肪酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として１．５ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として４．０ｋｇ

／ｍ３以上

亜鉛及びペルメトリンを主剤としたものにあっては、これ

らの化合物として５．０ｋｇ／ｍ３以上

ナフテン酸金属塩系 銅を主剤としたものにあっては、銅として１．２ｋｇ／ｍ
３以上

亜鉛を主剤としたものにあっては、亜鉛として３．２ｋｇ

／ｍ３以上

クレオソート油 クレオソート油として８０ｋｇ／ｍ３以上

Ｋ５ 銅・第四級アンモニ 銅・アルキルアンモニウム化合物として１０．５ｋｇ／ｍ

ウム化合物系 ３以上

脂肪酸金属塩系 銅として２．３ｋｇ／ｍ３以上

ナフテン酸金属塩系 銅として１．８ｋｇ／ｍ３以上

クレオソート油 クレオソート油として１７０ｋｇ／ｍ３以上

含 水 率 乾燥処理を施した旨の表示をするものにあっては、別記の３の(1)の含水率試験の結果、同一試

験試料から採取した試験片の含水率の平均値が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同

表の右欄に掲げる数値以下であること。

区 分 基 準

仕 上 げ 材 ＳＤ１５と表示するもの １５％
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ＳＤ１８と表示するもの １８％

未仕上げ材 Ｄ１５と表示するもの １５％

Ｄ１８と表示するもの １８％

寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる数値以下であること。ただし、仕上げ材のうち、ＳＤ１５と表示するものにあっては

同表木口の短辺及び木口の長辺の項中「－０」とあるのは「－０．５」と、耳付材にあっては同

項中「－０」とあるのは「－１．０」（木口の短辺が１．５ｃｍ未満のものにあっては、木口の

短辺のみ「－０．５」）と読み替えるものとする。なお、造作用製材の標準寸法は、別表１のと

おりとする。

（単位：ｍｍ）

区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

木口 仕 上 げ 材 ７５未満 ＋１．０ －０

の短 ７５以上 ＋１．５ －０

辺及 未 仕 上 げ 材 ７５未満 ＋２．０ －０

び木 ７５以上 ＋３．０ －０

口の 未 乾 燥 材 ＋制限なし －０

長辺

材 長 ＋制限なし －０

（注） 耳付材の木口の長辺は、木口の短辺が６ｃｍ未満のものにあっては材長方向の中央部に

おける横断面の上辺（平行な２直線の短い方をいう。以下同じ。）とし、それ以外のもの

にあっては材長方向の中央部における横断面の上辺及び下辺（平行な２直線の長い方をい

う。以下同じ。）の平均値とする。

表 表 示 事 項 １ 次に掲げる事項が表示してあること。

(1) 樹種名

示 (2) 等級

(3) 寸法

(4) 製造業者又は販売業者（輸入品にあっては、輸入業者。以下同じ。）の氏名又は名称そ

の他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 乾燥処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１に規定するもののほか、含水率の

表示記号を表示してあること。

３ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１及び２に規定するもののほか、性

能区分及び使用した薬剤を表示してあること。

４ 束に表示する場合にあっては、１から３までに規定するもののほか、入り数を表示してある

こと。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(3)まで、２及び３に掲げる事項の表示は、次に規定する方法に

より行われていること。

(1) 樹種名

最も一般的な名称をもって記載すること。

(2) 等級

ア 板類にあっては、次項の表の右欄に掲げる等級に応じ、それぞれ、「無節」、「上小節」、

「小節」又は「並」と記載すること。ただし、耳付材に該当するものにあっては、それ

ぞれ、「無節（耳付）」、「上小節（耳付）」、「小節（耳付）」又は「並（耳付）」と記載す

ること。

イ 角類にあっては、次項の表の右欄に掲げる等級及び当該等級の基準以上の欠点が存在

しない材面数に応じ、それぞれ、「四方無節」、「三方無節」、「二方無節」若しくは「一

方無節」、「四方上小節」、「三方上小節」、「二方上小節」若しくは「一方上小節」、「四方

小節」、「三方小節」、「二方小節」若しくは「一方小節」又は「並」と記載すること。た

だし、「四方」にあっては「□」と、「三方」にあっては「 」と、「二方」にあっては

「 又は 」と、「一方」にあっては「＿」と記載することができる。
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(3) 寸法

寸法の表示にあっては、木口の短辺、木口の長辺及び材長について、ミリメートル、セ

ンチメートル又はメートルの単位により、木口の短辺、木口の長辺及び材長の順に記載す

ること。

(4) 乾燥処理

含水率の表示記号を表示する場合にあっては、次に規定するところにより記載すること。

ア 仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「ＳＤ１５」と、１８％以下のも

のは「ＳＤ１８」と記載すること。

イ 未仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「Ｄ１５」と、１８％以下のも

のは「Ｄ１８」と記載すること。

(5) 保存処理

性能区分が、Ｋ１のものにあっては「保存処理Ｋ１」又は「保存Ｋ１」と、Ｋ２のもの

にあっては「保存処理Ｋ２」又は「保存Ｋ２」と、Ｋ３のものにあっては「保存処理Ｋ３」

又は「保存Ｋ３」と、Ｋ４のものにあっては「保存処理Ｋ４」又は「保存Ｋ４」と、Ｋ５

のものにあっては「保存処理Ｋ５」又は「保存Ｋ５」と記載するほか、使用した薬剤を次

の表の左欄に掲げる薬剤名又は同表の右欄に掲げる薬剤の記号をもって記載すること。

薬 剤 名 薬剤の記号

ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＡＣ－１

Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチル－アンモニウ ＳＡＡＣ

ムプロピオネート・シラフルオフェン剤

ほう素・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＢＡＡＣ

銅・Ｎ－アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＣＱ－１

銅・ジデシルジメチルアンモニウムクロリド剤 ＡＣＱ－２

銅・シプロコナゾール剤 ＣＵＡＺ

シプロコナゾール・イミダクロプリド剤 ＡＺＮ

ナフテン酸銅乳剤 ＮＣＵ－Ｅ

ナフテン酸亜鉛乳剤 ＮＺＮ－Ｅ

第三級カルボン酸亜鉛・ペルメトリン乳剤 ＶＺＮ－Ｅ

ナフテン酸銅油剤 ＮＣＵ－Ｏ

ナフテン酸亜鉛油剤 ＮＺＮ－Ｏ

クレオソート油剤 Ａ

ほう砂・ほう酸混合物又は八ほう酸ナトリウム製剤 Ｂ

２ 表示事項の項に規定する事項は、各本、各枚又は各束ごとに見やすい箇所に明瞭にしてある

こと。

表示禁止事項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。

(1) 表示事項の項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語

(2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示

２ 前項の材面の品質の基準は、次のとおりとする。

区 分 基 準

無 節 上小節 小 節 並

節 ないこと。 長径が１０ｍｍ（生き節 長径が２０ｍｍ（生き節 長径が２０ｍｍを超

以外の節にあっては、５ 以外の節にあっては、１ え、かつ、長径が木

ｍｍ）以下であって、か ０ｍｍ）以下であって、 口の長辺の７０％以

つ、材長が２ｍ未満のも かつ、材長が２ｍ未満の 下であること。

のにあっては３個以内、 ものにあっては５個以

材長が２ｍ以上のものに 内、材長が２ｍ以上のも

あっては４個（木口の長 のにあっては６個（木口

辺が２１０ｍｍ以上のも の長辺が２１０ｍｍ以上

のにあっては、６個）以 のものにあっては、８個）

内であること。 以内であること。
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丸 身 ないこと。 同左 同左 同左

腐朽、虫穴及び ないこと。 同左 同左 軽微であること。

髄心

貫通割 木口 木口の長辺の寸法以下で 同左 同左 同左

れ あること。

割 材面 ないこと。 同左 同左 同左

材面の短小 割れの長さの合計が材長 割れの長さの合計が材長 同左 同左

れ 割れ の５％以下であること。 の１０％以下であるこ

と。

木口の短辺 ０．５％以下であること。 １．０％以下であること。 同左 同左

及び木口の

曲 長辺が７５

ｍｍ以下の

が もの、又は

木口の長辺

り が７５ｍｍ

を超え、か

つ、木口の

短辺が３０

ｍｍ以下の

もの

上記以外の ０．２％以下であること。 ０．４％以下であること。 同左 同左

寸法のもの

そり（幅ぞりを 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。 同左

含む。）又はね

じれ

欠け、きず、穴 ないこと。 極めて軽微であること。 軽微であること。 同左

、入り皮及びや

につぼ

変色、あて、か 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。 同左

びその他の欠点

（注） この基準の判定は、板類にあっては良面（欠点の程度の小さい材面をいう。以下同じ。）について、角類にあっては

１材面ごとに行う。

（目視等級区分構造用製材の規格）

第５条 目視等級区分構造用製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 材 面 の 品 質 次項に規定するところによる。

インサイジング 前条第１項の表インサイジングの項の基準に同じ。

質 保 存 処 理 前条第１項の表保存処理の項の基準に同じ。ただし、同項の(2)の表については、これに代えて、

以下のとおりとする。

性能 樹 種 区 分 基 準

区分

Ｋ１ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が９０％以上

Ｋ２ 耐久性Ｄ１の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍま

樹種 での心材部分の浸潤度が２０％以上

耐久性Ｄ２の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍま

樹種 での心材部分の浸潤度が８０％以上

Ｋ３ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍま

での心材部分の浸潤度が８０％以上
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Ｋ４ 耐久性Ｄ１の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１０ｍｍま

樹種 での心材部分の浸潤度が８０％以上

耐久性Ｄ２の 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍｍ（木

樹種 口の短辺が９０ｍｍを超える製材にあっては、２０ｍｍ）までの心

材部分の浸潤度が８０％以上

Ｋ５ すべての樹種 辺材部分の浸潤度が８０％以上で、かつ、材面から深さ１５ｍｍ（木

口の短辺が９０ｍｍを超える製材にあっては、２０ｍｍ。ただし、

円柱類にあっては、すべての直径において３０ｍｍ。）までの心材

部分の浸潤度が８０％以上

含 水 率 乾燥処理を施した旨の表示をするものにあっては、別記の３の(1)の含水率試験の結果、同一試験

試料から採取した試験片の含水率の平均値が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表

の右欄に掲げる数値以下であること。

区 分 基 準

仕 上 げ 材 ＳＤ１５と表示するもの １５％

ＳＤ２０と表示するもの ２０％

Ｄ１５と表示するもの １５％

未仕上げ材 Ｄ２０と表示するもの ２０％

Ｄ２５と表示するもの ２５％

寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる数値以下であること。ただし、仕上げ材のうち、ＳＤ１５と表示するものにあっては、

同表木口の短辺及び木口の長辺の項中「－０」とあるのは、「－０．５」と読み替えるものとす

る。なお、目視等級区分構造用製材の標準寸法（仕上げ材にあっては、規定寸法）は、別表２の

とおりとする。ただし、設計計算により必要とされた寸法であって、構造用として適当であると

認められたもの（以下「認定寸法」という。）については、この限りでない。

（単位：ｍｍ）

区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

木口 仕 上 げ 材 ７５未満 ＋１．０ －０

の短 ７５以上 ＋１．５ －０

辺及 未仕上げ材 ７５未満 ＋１．０ －０

び木 ７５以上 ＋１．５ －０

口の 未 乾 燥 材 ７５未満 ＋２．０ －０

長辺 ７５以上 ＋３．０ －０

材 長 ＋制限なし －０

（注） たいこ材の木口の長辺は、最小横断面における平行な２直線の短い方とする。

表 表 示 事 項 １ 次に掲げる事項が表示してあること。

(1) 樹種名

示 (2) 構造材の種類

(3) 等級

(4) 寸法

(5) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 乾燥処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１に規定するもののほか、含水率の

表示記号を表示してあること。

３ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１及び２に規定するもののほか、性

能区分及び使用した薬剤を表示してあること。

４ 材面の美観について選別した旨の表示がしてあるものにあっては、１から３までに規定する

もののほか、材面ごとの美観を評価した旨を表示してあること。

５ 土台用である旨の表示がしてあるものにあっては、１から４までに規定するもののほか、ヒ

バ若しくはヒノキである旨又は保存処理を施してある旨を表示してあること。
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６ 束に表示する場合にあっては、１から５までに規定するもののほか、入り数を表示してある

こと。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(4)まで及び２から４までに掲げる事項の表示は、次に規定する

方法により行われていること。

(1) 樹種名

最も一般的な名称をもって記載すること。

(2) 構造材の種類

構造用Ⅰにあっては「甲Ⅰ」と、構造用Ⅱにあっては「甲Ⅱ」と、乙種構造材にあっては

「乙」と記載すること。

(3) 等級

等級の表示については、その等級ごとに次の表により記載すること。ただし、たいこ材に

該当するものにあっては、それぞれの等級の表示の後に「（たいこ）」と記載すること。な

お、星印は黒色とする。

等 級 １ 級 ２ 級 ３ 級

星 印 ★★★ ★ ★ ★

(4) 寸法

ア 寸法の表示にあっては、木口の短辺、木口の長辺及び材長について、ミリメートル、セ

ンチメートル又はメートルの単位により、木口の短辺、木口の長辺及び材長の順に記載す

ること。ただし、認定寸法にあっては、単位を明記して記載すること。

イ たいこ材にあっては、木口の長辺の表示の後に、括弧書により、材長方向の中央部の２

平面以外の２材面における平行する２接線間の距離（以下「たいこ材の直径」という。）

を記載すること。

ウ 円柱類にあっては、木口の短辺及び木口の長辺を一つにまとめて記載することができる。

(5) 乾燥処理

含水率の表示記号を表示する場合にあっては、次に規定するところにより記載すること。

ア 仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「ＳＤ１５」と、２０％以下のもの

は「ＳＤ２０」と記載すること。

イ 未仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「Ｄ１５」と、２０％以下のもの

は「Ｄ２０」と、２５％以下のものは「Ｄ２５」と記載すること。

(6) 保存処理

前条第１項の表表示の方法の項の(5)に同じ。

(7) 材面の美観

材面の美観を表示する場合にあっては、前条第２項の表に規定する材面の品質の基準（曲

がりの項及びそり（幅ぞりを含む。）又はねじれの項に規定するものを除く。）以上の欠点

が存在しない材面数に応じ、それぞれ、「四方無節」、「三方無節」、「二方無節」若しくは「一

方無節」、「四方上小節」、「三方上小節」、「二方上小節」若しくは「一方上小節」、「四方小

節」、「三方小節」、「二方小節」若しくは「一方小節」又は「並」と記載すること。ただし、

「四方」にあっては「□」と、「三方」にあっては「 」と、「二方」にあっては「 又は

」と、「一方」にあっては「＿」と記載することができる。

２ 表示事項の項に規定する事項は、各本又は各束ごとに見やすい箇所に明瞭にしてあること。

表示禁止事項 前条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。

２ 前項の材面の品質の基準は、次のとおりとする。

(1) 構造用Ⅰの基準

区 分 基 準

１ 級 ２ 級 ３ 級

節（材面における欠 径比が２０％（円柱類にあって 径比が４０％（円柱類にあっ 径比が６０％（円柱類にあって

け、きず及び穴を含 は、１７％）以下であること。 ては、３５％）以下であるこ は、５３％）以下であること。

む。） と。

集中節の径比にあっては、上記基準の１．５倍以下とする。

丸身（りょう線上に １０％以下であること。 ２０％以下であること。 ３０％以下であること。
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存する欠け及びきず

を含む。以下この項

から第８条までにお

いて同じ。）

貫通割 木 口 木口の長辺の寸法以下であるこ 木口の長辺の寸法の１．５倍 木口の長辺の寸法の２．０倍以

れ と。 以下であること。 下であること。

材 面 ないこと。 材長の１／６以下であること。 材長の１／３以下であること。

目 ま わ り 木口の短辺の寸法の１／２以下 同左 －

であること。

繊維走行の傾斜比 １：１２以下であること。 １：８以下であること。 １：６以下であること。

平均年輪幅（ラジア ６ｍｍ以下であること。 ８ｍｍ以下であること。 １０ｍｍ以下であること。

タパインを除く。）

髄心部又は髄（ラジ 髄の中心から半径５０ｍｍ以内 同左 同左

アタパインに限る。 の部分の年輪界がないこと。

）

腐 朽 ないこと。 １ 程度の軽い腐れ（腐れ部 １ 程度の軽い腐れの面積が腐

分が軟らかくなっていない れの存する材面の面積の３０

ものをいう。以下同じ。） ％以下であること。

の面積が腐れの存する材面 ２ 程度の重い腐れの面積が腐

の面積の１０％以下である れの存する材面の面積の１０

こと。 ％以下であること。

２ 程度の重い腐れ（腐れ部

分が軟らかくなっているも

のをいう。以下同じ。）が

ないこと。

曲 が り 極めて軽微なこと。 軽微なこと。 顕著でないこと。

狂い及びその他の欠 軽微なこと。 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。

点

（注）１ この基準の判定は、不良面（欠点の程度の大きい材面をいう。以下同じ。）について行う。

２ 丸身の基準の判定は、円柱類以外のものについて行う。

(2) 構造用Ⅱの基準

区 分 基 準

１ 級 ２ 級 ３ 級

節（材 狭 い 材 面 径比が２０％以下であること。 径比が４０％以下であること。 径比が６０％以下であること。

面にお 広 材縁部 径比が１５％以下であること。 径比が２５％以下であること。 径比が３５％以下であること。

ける欠 い

け、き 材 中央部 径比が３０％以下であること。 径比が４０％以下であること。 径比が７０％以下であること。

ず及び 面

穴を含 円柱類の材面 径比が１７％以下であること。 径比が３５％以下であること。 径比が５３％以下であること。

み、集

中節を

除く。

以下こ

の項に

おいて

同じ。）

集中節 狭 い 材 面 径比が３０％以下であること。 径比が６０％以下であること。 径比が９０％以下であること。

（材面

におけ 広 材 縁 部 径比が２０％以下であること。 径比が４０％以下であること。 径比が５０％以下であること。

る 欠 い
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け、き 材 中 央 部 径比が４５％以下であること。 径比が６０％以下であること。 径比が９０％以下であること。

ず及び 面

穴を含 円柱類の材面 径比が２６％以下であること。 径比が５３％以下であること。 径比が７９％以下であること。

む。以

下この

項にお

いて同

じ。）

丸 身 １０％以下であること。 ２０％以下であること。 ３０％以下であること。

貫通割れ 木 口 木口の長辺の寸法以下である 木口の長辺の寸法の１．５倍 木口の長辺の寸法の２．０倍

こと。 以下であること。 以下であること。

材 面 ないこと。 材長の１／６以下であること。 材長の１／３以下であること。

目 ま わ り 木口の短辺の寸法の１／２以 同左 －

下であること。

繊維走行の傾斜比 １：１２以下であること。 １：８以下であること。 １：６以下であること。

平均年輪幅（ラジアタ ６ｍｍ以下であること。 ８ｍｍ以下であること。 １０ｍｍ以下であること。

パインを除く。）

髄心部 木口の長辺 髄の中心から半径５０ｍｍ以 同左 同左

又は髄 が２４０ｍ 内の部分の年輪界がないこと。

（ラジ ｍ未満のも

アタパ の

インに 木口の長辺 木口の長辺に係る材面におけ 同左 同左

限る。） が２４０ｍ るりょう線から材面の幅の１

ｍ以上のも ／３の距離までの範囲におい

の て髄の中心から半径５０ｍｍ

以内の部分の年輪界がないこ

と。

腐 朽 ないこと。 １ 程度の軽い腐れの面積が １ 程度の軽い腐れの面積が

腐れの存する材面の面積の 腐れの存する材面の面積の

１０％以下であること。 ３０％以下であること。

２ 程度の重い腐れがないこ ２ 程度の重い腐れの面積が

と。 腐れの存する材面の面積の

３ 土台用にあっては、腐れ １０％以下であること。

がないこと。 ３ 土台用にあっては、腐れ

がないこと。

曲 が り ０．２％以下であること。た ０．５％以下であること。た 同左

だし、仕上げ材にあっては、 だし、仕上げ材にあっては、

０．１％以下であること。 ０．２％以下であること。

狂い及びその他の欠点 軽微なこと。 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。

（注）１ この基準の判定は、不良面について行う。

２ 丸身の基準の判定は、円柱類以外のものについて行う。

(3) 乙種構造材の基準

区 分 基 準

１ 級 ２ 級 ３ 級

節 径比が３０％以下であること。 径比が４０％以下であること。 径比が７０％以下であること。

ただし、円柱類にあっては、 ただし、円柱類にあっては、 ただし、円柱類にあっては、

径比が２６％以下であること。 径比が３５％以下であること。 径比が６２％以下であること。

集 中 節 径比が４５％以下であること。 径比が６０％以下であること。 径比が９０％以下であること。

ただし、円柱類にあっては、 ただし、円柱類にあっては、 ただし、円柱類にあっては、

径比が３９％以下であること。 径比が５３％以下であること。 径比が７９％以下であること。
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丸 身 １０％以下であること。 ２０％以下であること。 ３０％以下であること。

貫通割 木 口 木口の長辺の寸法以下である 木口の長辺の寸法の１．５倍 木口の長辺の寸法の２．０倍

れ こと。 以下であること。 以下であること。

材 面 ないこと。 材長の１／６以下であること。 材長の１／３以下であること。

目 ま わ り 木口の短辺の寸法の１／２以 同左 －

下であること。

繊維走行の傾斜比 １：１２以下であること。 １：８以下であること。 １：６以下であること。

平均年輪幅（ラジアタ ６ｍｍ以下であること。 ８ｍｍ以下であること。 １０ｍｍ以下であること。

パインを除く。）

髄心部 木口の長辺が 髄の中心から半径５０ｍｍ以 同左 同左

又は髄 ２４０ｍｍ未 内の部分の年輪界がないこと。

（ラジ 満のもの

アタパ 木口の長辺が 木口の長辺に係る材面におけ 同左 同左

インに ２４０ｍｍ以 るりょう線から材面の幅の１

限る。） 上のもの ／３の距離までの範囲におい

て髄の中心から半径５０ｍｍ

以内の部分の年輪界がないこ

と。

腐 朽 ないこと。 １ 程度の軽い腐れの面積が １ 程度の軽い腐れの面積が

腐れの存する材面の面積の 腐れの存する材面の面積の

１０％以下であること。 ３０％以下であること。

２ 程度の重い腐れがないこ ２ 程度の重い腐れの面積が

と。 腐れの存する材面の面積の

１０％以下であること。

曲 が り ０．２％以下であること。た ０．５％以下であること。た 同左

だし、仕上げ材にあっては、 だし、仕上げ材にあっては、

０．１％以下であること。 ０．２％以下であること。

狂い及びその他の欠点 軽微なこと。 顕著でないこと。 利用上支障のないこと。

（注）１ この基準の判定は、不良面について行う。

２ 丸身の基準の判定は、円柱類以外のものについて行う。

（機械等級区分構造用製材の規格）

第６条 機械等級区分構造用製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 曲 げ 性 能 別記の３の(4)の曲げ試験により曲げヤング係数を測定し、その数値が、次の表の左欄に掲げる等

級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を満たすものであること。

質 等 級 曲げヤング係数（ＧＰａ又は１０３Ｎ／ｍｍ２）

Ｅ ５０ ３．９以上 ５．９未満

Ｅ ７０ ５．９以上 ７．８未満

Ｅ ９０ ７．８以上 ９．８未満

Ｅ １１０ ９．８以上 １１．８未満

Ｅ １３０ １１．８以上 １３．７未満

Ｅ １５０ １３．７以上

節（材面におけ 径比が７０％以下であること。ただし、円柱類にあっては、径比が６２％以下であること。

る欠け、きず及

び穴を含み、集

中節を除く。以

下この項におい

て同じ。）
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集中節（材面に 径比が９０％以下であること。ただし、円柱類にあっては、径比が７９％以下であること。

おける欠け、き

ず及び穴を含

む。）

丸 身 ３０％以下であること。

貫通割れ 木口 木口の長辺の寸法の２．０倍以下であること。

材面 材長の１／３以下であること。

目 ま わ り 利用上支障のないこと。

腐 朽 程度の軽い腐れの面積が腐れの存する材面の面積の３０％以下であって、かつ、程度の重い腐れ

の面積が腐れの存する材面の面積の１０％以下であること。ただし、土台用にあっては、腐れが

ないこと。

曲 が り ０．５％以下であること。

狂い及びその他 利用上支障のないこと。

の欠点

インサイジング 第４条第１項の表インサイジングの項の基準に同じ。

保 存 処 理 前条第１項の表保存処理の項の基準に同じ。

含 水 率 前条第１項の表含水率の項の基準に同じ。

寸 法 前条第１項の表寸法の項の基準に同じ。

表 表 示 事 項 １ 次に掲げる事項が表示してあること。

(1) 樹種名

示 (2) 等級

(3) 寸法

(4) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 乾燥処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１に規定するもののほか、含水率の

表示記号を表示してあること。

３ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１及び２に規定するもののほか、性

能区分及び使用した薬剤を表示してあること。

４ 材面の美観について選別した旨の表示がしてあるものにあっては、１から３に規定するもの

のほか、材面ごとの美観を評価した旨を表示してあること。

５ 土台用である旨の表示がしてあるものにあっては、１から４までに規定するもののほか、ヒ

バ若しくはヒノキである旨又は保存処理を施してある旨を表示してあること。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(3)まで及び２から４までに掲げる事項の表示は、次に規定する

方法により行われていること。

(1) 樹種名

最も一般的な名称をもって記載すること。

(2) 等級

等級の表示については、曲げ性能の項の表の左欄に掲げる等級の区分を記載すること。た

だし、たいこ材に該当するものにあっては、それぞれの等級の表示の後に「（たいこ）」と

記載すること。なお、曲げ性能の適合性を確認した複数の等級の荷口について、各本ごとに

単一等級により表示する場合にあっては、当該荷口に含まれる最下位の等級の区分を記載し、

当該区分の後に「（以上）」と記載すること。

(3) 寸法

前条第１項の表表示の方法の項の(4)に同じ。

(4) 乾燥処理

前条第１項の表表示の方法の項の(5)に同じ。

(5) 保存処理

第４条第１項の表表示の方法の項の(5)に同じ。

(6) 材面の美観

前条第１項の表表示の方法の項の(7)に同じ。

２ 表示事項の項に規定する事項は、各本ごとに見やすい箇所に明瞭にしてあること。



- 14 -

表示禁止事項 第４条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。

（注） 節から狂い及びその他の欠点までの基準の判定は、不良面について行う。

（下地用製材の規格）

第７条 下地用製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 材 面 の 品 質 次項に規定するところによる。

インサイジング 第４条第１項の表インサイジングの項に同じ。

質 （まくら木用を

除く。）

保存処理（まく 第４条第１項の表保存処理の項に同じ。

ら木用を除く。）

含 水 率 乾燥処理を施した旨の表示をするものにあっては、別記の３の(1)の含水率試験の結果、同一試験

試料から採取した試験片の含水率の平均値が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表

の右欄の掲げる数値以下であること。

区 分 基 準

仕上げ材 ＳＤ１５と表示するもの １５％

ＳＤ２０と表示するもの ２０％

未仕上げ材 Ｄ１５と表示するもの １５％

Ｄ２０と表示するもの ２０％

寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる数値以下であること。ただし、仕上げ材のうち、ＳＤ１５と表示するものにあっては

同表木口の短辺及び木口の長辺の項中「－０」とあるのは「－０．５」と、押角及び耳付材にあ

っては同項中「－０」とあるのは「－１．０」（木口の短辺が１．５ｃｍ未満のものにあっては、

木口の短辺のみ「－０．５」）と読み替えるものとする。なお、下地用製材の標準寸法は、別表

３のとおりとする。

（単位：ｍｍ）

区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

木 口 仕上げ材 ７５未満 ＋１．０ －０

の短 ７５以上 ＋１．５ －０

辺及 未仕上げ材 ７５未満 ＋２．０ －０

び木 ７５以上 ＋３．０ －０

口の 未乾燥材 ＋制限なし －０

長辺

材 長 ＋制限なし －０

（注）１ 耳付材の木口の長辺は、木口の短辺が６ｃｍ未満のものにあっては材長方向の中央部

における横断面の上辺とし、それ以外のものにあっては材長方向の中央部における上辺

及び下辺の平均値とする。

２ まくら木用と表示するものにあっては、その標準寸法を別表４のとおりとし、表示さ

れた寸法と測定した寸法との差は、上の表によらず、それぞれ±５ｍｍとする。

表 表 示 事 項 １ 次に掲げる事項が表示してあること。

(1) 樹種名

示 (2) 等級

(3) 寸法

(4) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 乾燥処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１に規定するもののほか、含水率の

表示記号を表示してあること。

３ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１及び２に規定するもののほか、性

能区分及び使用した薬剤を表示してあること。
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４ 束に表示する場合にあっては、１から３までに規定するもののほか、入り数を表示してある

こと。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(3)まで、２及び３に掲げる事項の表示は、次に規定する方法に

より行われていること。

(1) 樹種名

最も一般的な名称をもって記載すること。

(2) 等級

次項の表の右欄に掲げる等級に応じ、それぞれ、「１級」又は「２級」と記載すること。

ただし、次に掲げる材種にあっては、次に定めるとおりとすること。

ア 押角に該当するものにあっては、「押角」と記載することができる。

イ 板類であって耳付材に該当するものにあっては、「１級（耳付）」又は「２級（耳付）」

と記載すること。

ウ まくら木用として表示する場合にあっては、「１級（まくら木用）」又は「２級（まく

ら木用）」と記載することができる。なお、材面の品質の基準に適合しないものであって

寸法の基準に適合するものについて表示する場合にあっては、「まくら木用」と記載する

こと。

(3) 寸法

寸法の表示にあっては、木口の短辺、木口の長辺及び材長について、ミリメートル、セン

チメートル又はメートルの単位により、木口の短辺、木口の長辺及び材長の順に記載するこ

と。

(4) 乾燥処理

含水率の表示記号を表示する場合にあっては、次に規定するところにより記載すること。

ア 仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「ＳＤ１５」と、２０％以下のもの

は「ＳＤ２０」と記載すること。

イ 未仕上げ材にあっては、含水率が１５％以下のものは「Ｄ１５」と、２０％以下のもの

は「Ｄ２０」と記載すること。

(5) 保存処理

第４条第１項の表表示の方法の項の(5)に同じ。

２ 表示事項の項に規定する事項は、各本、各枚又は各束ごとに見やすい箇所に明瞭にしてある

こと。

表示禁止事項 第４条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。

２ 前項の材面の品質の基準は、次のとおりとする。

区 分 基 準

１ 級 ２ 級

節（材面における欠け、 径比が３０％以下であること。 径比が６０％以下であること。

きず及び穴を含む。）

丸 身 ３０％以下であること。 ５０％以下であること。

貫通割れ 木 口 木口の長辺の１．５倍以下であること。 木口の長辺の２．０倍以下であること。

材 面 材長の１／６以下であること。 材長の１／３以下であること。

曲 木口の短辺及び木口の １．０％以下であること。 １．５％以下であること。

長辺が７５ｍｍ以下の

が もの、又は木口の長辺

が７５ｍｍを超え、か

り つ、木口の短辺が３０

ｍｍ以下のもの

上記以外の寸法のもの ０．５％以下であること。 １．０％以下であること。

そり（幅ぞりを含む。） 軽微であること。 顕著でないこと。

又はねじれ

腐朽、変色、入り皮、や 軽微であること。 顕著でないこと。

につぼ、かび、あてその
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他の欠点

（注） この基準の判定は、不良面について行う。

（広葉樹製材の規格）

第８条 広葉樹製材の規格は、次のとおりとする。

区 分 基 準

品 材 面 の 品 質 次項に規定するところによる。

インサイジング 第４条第１項の表インサイジングの項に同じ。

質 （まくら木用を

除く。）

保存処理（まく 第４条第１項の表保存処理の項に同じ。ただし、同項の(2)の表の注については、これに代えて、

ら木用を除く。） 以下のとおりとする。

（注）１ 耐久性Ｄ１の樹種は、ケヤキ、クリ、クヌギ、ミズナラ、カプール、セランガンバツ、

アピトン、ケンパス、ボンゴシ、イペ及びジャラとする。

２ 耐久性Ｄ２の樹種は、１に掲げる樹種以外のものとする。

含 水 率 乾燥処理を施した旨の表示をするものにあっては、別記の３の(1)の含水率試験の結果、同一試験

試料から採取した試験片の含水率の平均値が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表

の右欄に掲げる数値以下であること。

区 分 基 準

Ｄ１０と表示するもの １０％

Ｄ１３と表示するもの １３％

寸 法 表示された寸法と測定した寸法との差が、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に掲げる数値以下であること。ただし、耳付材にあっては、同表木口の短辺及び木口の長辺の

項中「－０」とあるのは、「－１．０」（木口の短辺が１．５ｃｍ未満のものにあっては、木口の

短辺のみ「－０．５」）と読み替えるものとする。なお、広葉樹製材のうち、次項(1)に掲げるも

のの標準寸法は別表５のとおりとし、次項(2)に掲げるものの標準寸法は別表６のとおりとする。

（単位：ｍｍ）

区 分 表示された寸法と測定した寸法との差

木口の短辺及び木口の長辺 ＋制限なし －０

材 長 ＋制限なし －０

（注）１ 耳付材の木口の長辺は、木口の短辺が６ｃｍ未満のものにあっては材長方向の中央部

における横断面の上辺とし、それ以外のものにあっては材長方向の中央部における上辺

及び下辺の平均値とする。

２ まくら木用と表示するものにあっては、その標準寸法を別表４のとおりとし、表示さ

れた寸法と測定した寸法との差は、上の表によらず、それぞれ±５ｍｍとする。

表 表 示 事 項 １ 次に掲げる事項が表示してあること。

(1) 樹種名

示 (2) 等級

(3) 寸法

(4) 製造業者又は販売業者の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者を表す文字

２ 乾燥処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１に規定するもののほか、含水率の

表示記号を表示してあること。

３ 保存処理を施した旨の表示がしてあるものにあっては、１及び２に規定するもののほか、性

能区分及び使用した薬剤を表示してあること。

４ 束に表示する場合にあっては、１から３までに規定するもののほか、入り数を表示してある

こと。

表 示 の 方 法 １ 表示事項の項の１の(1)から(3)まで、２及び３に掲げる事項の表示は、次に規定する方法に

より行われていること。

(1) 樹種名
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最も一般的な名称をもって記載すること。

(2) 等級

次項の表の右欄に掲げる等級に応じ、それぞれ、「特等」、「１等」又は「２等」と記載す

ること。ただし、次に掲げる材種にあっては、次に定めるとおりとすること。

ア 耳付材に該当するものにあっては、「特等（耳付）」、「１等（耳付）」又は「２等（耳付）」

と記載すること。

イ まくら木用として表示する場合にあっては、「特等（まくら木用）」、「１等（まくら木

用）」又は「２等（まくら木用）」と記載することができる。なお、材面の品質の基準に

適合しないものであって寸法の基準に適合するものについて表示する場合にあっては、「ま

くら木用」と記載すること。

(3) 寸法

寸法の表示にあっては、木口の短辺、木口の長辺及び材長について、ミリメートル、セン

チメートル又はメートルの単位により、木口の短辺、木口の長辺及び材長の順に記載するこ

と。

(4) 乾燥処理

含水率の表示記号を表示する場合にあっては、含水率が１０％以下のものは「Ｄ１０」と、

１３％以下のものは「Ｄ１３」と記載すること。

(5) 保存処理

第４条第１項の表表示の方法の項に同じ。

２ 表示事項の項に規定する事項は、各本、各枚又は各束ごとに見やすい箇所に明瞭にしてある

こと。

表 示 禁 止 事 項 第４条第１項の表表示禁止事項の項に同じ。

２ 前項の材面の品質の基準は、次のとおりとする。

(1) ヤナギ科、ヤマモモ科、クルミ科、カバノキ科、ブナ科、ニレ科、クワ科、カツラ科、モクレン科、クスノキ科、マン

サク科、バラ科、ミカン科、ツゲ科、モチノキ科、カエデ科、トチノキ科、ムクロジ科、シナノキ科、ツバキ科、ウコギ

科、ミズキ科、カキノキ科、ハイノキ科、エゴノキ科及びモクセイ科の広葉樹製材

ア 板類

区 分 基 準

特 等 １ 等 ２ 等

無 材面の面積が 数が１個であって、かつ、無欠 数が２個以下であって、かつ、 無欠点裁面の合計面積が材面

欠 ０．５ｍ２未満 点裁面の合計面積が材面の面積 無欠点裁面の合計面積が材面の の面積の１／２以上であるこ

点 のもの の９／１０以上であること。 面積の２／３以上であること。 と。

裁 材面の面積が 数が１個であって、かつ、無欠 数が２個以下であって、かつ、 無欠点裁面の合計面積が材面

面 ０．５ｍ２以上 点裁面の合計面積が材面の面積 無欠点裁面の合計面積が材面の の面積の１／２以上であるこ

１．０ｍ２未満 の９／１０以上であること。 面積の２／３以上であること。 と。

のもの

材面の面積が 数が１個であって、かつ、無欠 数が３個以下であって、かつ、 無欠点裁面の合計面積が材面

１．０ｍ２以上 点裁面の合計面積が材面の面積 無欠点裁面の合計面積が材面の の面積の１／２以上であるこ

のもの の９／１０以上であること。 面積の２／３以上であること。 と。

節（材 材面の面積 ないこと。 長径が３０ｍｍ以下であって、 長径が５０ｍｍ以下であるこ

面にお が０．５ かつ、１個以下であること。た と。

ける欠 ｍ２未満の だし、径比の最大が４０％以下

け、き もの であること。

ず、穴 材面の面積 長径が３０ｍｍ以下であって、 長径が３０ｍｍ以下であって、 長径が５０ｍｍ以下であるこ

、かな が０．５ かつ、１個以下であること。た かつ、２個以下であること。た と。

すじ及 ｍ２以上 だし、径比の最大が４０％以下 だし、径比の最大が４０％以下

び入り １．０ｍ２ であること。 であること。

皮を含 未満のもの

む。以 材面の面積 長径が３０ｍｍ以下であって、 長径が３０ｍｍ以下であって、 長径が５０ｍｍ以下であるこ

下この が１．０ かつ、２個以下であること。た かつ、３個以下であること。た と。
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項にお ｍ２以上の だし、径比の最大が４０％以下 だし、径比の最大が４０％以下

いて同 もの であること。 であること。

じ。）

丸 身 木口の短辺 ２０％以下であること。 ５０％以下であること。 －

木口の長辺 ５％以下であること。 １０％以下であること。 ５０％以下であること。

材 長 １０％以下であること。 ２０％以下であること。 ５０％以下であること。

木口割れ（材面にお ５％以下であること。 １０％以下であること。 顕著でないこと。

ける割れを含む。以

下この項において同

じ。）

目 ま わ り ５％以下であって、かつ、材面 １０％以下であって、かつ、材 顕著でないこと。

又は材側のみに表れた目まわり 面又は材側のみに表れた目まわ

がないこと。 りがないこと。

干 割 れ 割れの長さが材面の面積のｍ２ 同左 顕著でないこと。

の数の２５倍のｃｍ以下である

こと。

辺材（ならに限る。 保存処理のうち性能区分がＫ１ 保存処理のうち性能区分がＫ１ －

） のものを施した旨の表示がして のものを施した旨の表示がして

あるものにあっては、辺材があ あるものにあっては、辺材があ

ってもよい。ただし、その他の ってもよい。ただし、その他の

ものにあっては、材面の面積の ものにあっては、材面の面積の

２５％以下であって、かつ、木 ５０％以下であること。

口の長辺の１／３以下であるこ

と。

曲 材長が１．８ｍ １０ｍｍ以下であること。 １５ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

が 未満のもの

り 材長が１．８ｍ １５ｍｍ以下であること。 ２０ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上２．４ｍ未

満のもの

材長が２．４ｍ ２０ｍｍ以下であること。 ２５ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上３．０ｍ未

満のもの

材長が３．０ｍ ２５ｍｍ以下であること。 ３０ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上のもの

そり、幅ぞり又はね ないこと。 軽微であること。 顕著でないこと。

じれ

波 ぞ り 又 は 重 曲 ないこと。 同左 顕著でないこと。

変色又は粗雑なひき 極めて軽微であること。 軽微であること。 利用上支障のないこと。

肌

偽心（ぶなに限る。） 極めて軽微であること。 軽微であること。 利用上支障のないこと。

虫 穴 ないこと。 極めて軽微であること。 利用上支障のないこと。

心 に 近 い 部 分 ないこと。 極めて軽微であること。 利用上支障のないこと。

目 切 れ ないこと。 極めて軽微であること。 利用上支障のないこと。

腐 朽 ないこと。 極めて軽微であること。 利用上支障のないこと。

そ の 他 の 欠 点 ないこと。 極めて軽微であること。 利用上支障のないこと。

（注）１ 節、木口割れ、目まわり、干割れ、辺材（ならに限る。）、変色又は粗雑なひき肌、偽心（ぶなに限る。）、虫穴、

心に近い部分、目切れ、腐朽及びその他の欠点の基準の判定は、不良面について行う。

２ 木口の短辺が２１ｍｍ以上であって、特等及び１等に該当するものにあっては、他の材面に貫通した節（生き節及

び抜けるおそれのない死節を除く。）は、許容しないものとする。

イ 角類
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区 分 基 準

特 等 １ 等 ２ 等

無 木口の短辺が 節がないこと。 １ ４材面無欠点部分の長さの １ ４材面無欠点部分の長さ

欠 ５１ｍｍ未満 合計が材長の２／３以上であ の合計が材長の１／２以上

点 のもの って、かつ、他の部分におい であること。

部 て長径が３０ｍｍ以下である ２ 材長方向に材を６０ｃｍ

分 こと。 ごとに区分した各部分（端

及 ２ ３材面無欠点であって、か 数がある場合にあっては、

び つ、他の材面において３０ｍ これを除く。）のうち、３材

節 ｍ以下の節が材長方向に材を 面無欠点であるものの長さ

６０ｃｍごとに区分した各部 の合計が材長の１／２以上

分（端数がある場合にあって であること。

は、これを除く。）につき１

個以下であること。

３ 材長方向に材を６０ｃｍご

とに区分した各部分（端数が

ある場合にあっては、これを

除く。）につき３材面無欠点

であって、かつ、他の材面に

おいて３０ｍｍ以下の節が１

個以下であること。

木口の短辺が 材長が２．４ｍ未満のものにあ １ ４材面無欠点部分の長さの １ ４材面無欠点部分の長さ

５１ｍｍ以上 っては、節がないこと。材長が 合計が材長の２／３以上であ の合計が材長の１／２以上

８０ｍｍ未満 ２．４ｍ以上のものにあっては、 って、かつ、他の部分におい であること。

のもの 長径が３０ｍｍ以下であって、 て長径が３０ｍｍ以下である ２ 材長方向に材を６０ｃｍ

かつ、数が１個以下であること。 こと。 ごとに区分した各部分（端

２ ３材面無欠点であって、か 数がある場合にあっては、

つ、他の材面において３０ｍ これを除く。）のうち、３

ｍ以下の節が材長方向に材を 材面無欠点であるものの長

６０ｃｍごとに区分した各部 さの合計が材長の１／２以

分（端数がある場合にあって 上であること。

は、これを除く。）につき１

個以下であること。

３ 材長方向に材を６０ｃｍご

とに区分した各部分（端数が

ある場合にあっては、これを

除く。）につき３材面無欠点

であって、かつ、他の材面に

おいて３０ｍｍ以下の節が１

個以下であること。

木口の短辺が 材長が２．４ｍ未満のものにあ １ ４材面無欠点部分の長さの １ ４材面無欠点部分の長さ

８０ｍｍ以上 っては、長径が３０ｍｍ以下で 合計が材長の２／３以上であ の合計が材長の１／２以上

のもの あって、かつ、数が１個以下で って、かつ、他の部分におい であること。

あること。材長が２．４ｍ以上 て長径が５０ｍｍ以下である ２ 材長方向に材を６０ｃｍ

のものにあっては、長径が３０ こと。 ごとに区分した各部分（端

ｍｍ以下であって、かつ、数が ２ ３材面無欠点であって、か 数がある場合にあっては、

２個以下であること。 つ、他の材面において３０ｍ これを除く。）のうち、３材

ｍ以下の節が材長方向に材を 面無欠点であるものの長さ

６０ｃｍごとに区分した各部 の合計が材長の１／２以上

分（端数がある場合にあって であること。
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は、これを除く。）につき１

個以下であること。

３ 材長方向に材を６０ｃｍご

とに区分した各部分（端数が

ある場合にあっては、これを

除く。）につき３材面無欠点

であって、かつ、他の材面に

おいて３０ｍｍ以下の節が１

個以下であること。

丸 身 １０％以下であること。 ２０％以下であること。 ５０％以下であること。

木 口 割 れ ５％以下であること。 １０％以下であること。 顕著でないこと。

目 ま わ り ５％以下であること。 同左 顕著でないこと。

曲 材長が１．８ｍ １０ｍｍ以下であること。 １５ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

が 未満のもの

り 材長が１．８ｍ １５ｍｍ以下であること。 ２０ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上２．４ｍ未

満のもの

材長が２．４ｍ ２０ｍｍ以下であること。 ２５ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上３．０ｍ未

満のもの

材長が３．０ｍ ２５ｍｍ以下であること。 ３０ｍｍ以下であること。 顕著でないこと。

以上のもの

虫 穴 ないこと。 極めて軽微であること。 顕著でないこと。

変色又は粗雑なひき 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

肌

辺材（ならに限る。） 保存処理のうち性能区分がＫ１ 保存処理のうち性能区分がＫ１ －

のものを施した旨の表示がして のものを施した旨の表示がして

あるものにあっては、辺材があ あるものにあっては、辺材があ

ってもよい。ただし、その他の ってもよい。ただし、その他の

ものにあっては、３材面におい ものにあっては、３材面におい

て３０％以下であること。 て４０％以下であって、かつ、

隣接２材面において５０％以下

であること。

腐 朽 ないこと。 極めて軽微であること。 顕著でないこと。

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

（注）１ 節、木口割れ、虫穴、変色又は粗雑なひき肌、辺材（ならに限る。）、腐朽及びその他の欠点の基準の判定は、４

材面について行う。

２ 特等及び１等にあっては、他の材面に貫通した節（生き節及び抜けるおそれのない死節を除く。）は、許容しない

ものとする

(2) (1)に掲げる広葉樹製材以外の種類の広葉樹製材

ア 板類

区 分 基 準

特 等 １ 等 ２ 等

節 ないこと。 径比の最大が１０％以下であっ 径比の最大が２０％以下であ

て、かつ、材長方向に材を２ｍ って、かつ、材長方向に材を

ごとに区分した各部分（端数が ２ｍごとに区分した各部分（端

ある場合にあっては、これを含 数がある場合にあっては、こ

む。）につき１個以下であるこ れを含む。）につき３個以下

と。ただし、木口の短辺が３０ であること。ただし、木口の

ｍｍ未満であって、かつ、木口 短辺が３０ｍｍ未満であって、



- 21 -

の長辺が１２０ｍｍ未満のもの かつ、木口の長辺が１２０ｍ

にあっては、ないこと。 ｍ未満のものにあっては、１

個以下であること。

丸 身 ５％以下であること。 １０％以下であること。 ２０％以下であること。

木口割れ又は目まわ ５％以下であること。 １０％以下であること。 ２０％以下であること。

り

干 割 れ 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

曲がり、そり、幅ぞ 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

り又はねじれ

虫 穴 ないこと。 極めて軽微であること。 顕著でないこと。

腐朽（パンキーを含 ないこと。 軽微であること。 顕著でないこと。

む。）

辺材（フタバガキ科 ないこと。ただし、保存処理の 保存処理のうち性能区分がＫ１ －

に限る。） うち性能区分がＫ１のものを施 のものを施した旨の表示がして

した旨の表示がしてあるものに あるものにあっては、辺材があ

あっては、辺材があってもよい。 ってもよい。ただし、その他の

ものにあっては、材面の面積の

５０％以下であること。

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

（注） 節、木口割れ、干割れ、虫穴、腐朽（パンキーを含む。）、辺材（フタバガキ科に限る。）及びその他の欠点の基準の

判定は、不良面について行う。

イ 角類

区 分 基 準

特 等 １ 等 ２ 等

節 ないこと。 １材面に存するか又は２材面に １材面に存するか又は２材面

存し、かつ、径比の最大が３０ に存し、かつ、径比の最大が

％以下であること。 ５０％以下であること。

丸 身 ５％以下であること。 １０％以下であること。 ２０％以下であること。

木口割れ又は目まわ ５％以下であること。 １０％以下であること。 ２０％以下であること。

り

干 割 れ 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

曲がり、そり、幅ぞ 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

り又はねじれ

虫 穴 ないこと。 極めて軽微であること。 顕著でないこと。

腐朽（パンキーを含 ないこと。 極めて軽微であること。 顕著でないこと。

む。）

辺材（フタバガキ科 ないこと。ただし、保存処理の 保存処理のうち性能区分がＫ１ －

に限る。） うち性能区分がＫ１のものを施 のものを施した旨の表示がして

した旨の表示がしてあるものに あるものにあっては、辺材があ

あっては、辺材があってもよい。 ってもよい。ただし、その他の

ものにあっては、３材面におい

て４０％以下であること。

そ の 他 の 欠 点 極めて軽微であること。 軽微であること。 顕著でないこと。

（注） 節、木口割れ、干割れ、虫穴、腐朽（パンキーを含む。）、辺材（フタバガキ科に限る。）及びその他の欠点の基準の

判定は、４材面について行う。

（測定方法）

第９条 第４条から前条までの規定における次の表の左欄に掲げる事項の測定方法は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

る。ただし、構造用製材を除き、延びに係る部分は、これを除いて測定する。

事 項 測 定 方 法
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節 節 の 径 １ 節径比を求める場合における節の径の測定方法は、以下のとおりとする。

(1) 節の径は、その存する材面の材長方向のりょう線に平行なその節の２接線間の長さ（その

節が１本又は２本のりょう線によって切られている場合にあっては、そのりょう線と接線と

の距離又はその幅）とする。ただし、円柱類にあっては、木口を除く部分の円周方向の４等

分線をりょう線とし、節径比が最大となるよう、りょう線を決定する。また、たいこ材の節

の径にあっては、長辺の中央部を通過する線に平行な接線間の長さとして材面ごとに測定す

る。

(2) 構造用製材及び下地用製材において、径が短径の２．５倍以上ある節の径は、その実測し

た径の１／２とみなす。

(3) 構造用製材及び下地用製材において、連続して隣接２材面又は３材面に存するものについ

ては、節の横断面のみを節径比の対象とする。

２ 造作用製材における節の長径の測定方法は、以下のとおりとする。

(1) 節の大きさは、節ばかまを除いた部分における最大の長径（以下「長径」という。）によ

る。

(2) 長径が限度の１／２以下のものの数は、２個（限度の１／４以下のものにあっては、４個

又はその端数）を１個とみなす。

３ 広葉樹製材における節の長径の測定方法は、以下のとおりとする。

(1) 節の大きさは、長径による。ただし、長径が３ｍｍ以下の節は、対象としない。

(2) ２個の節の大きさの合計が３０ｍｍ以下のときは、２個を１個とみなす。

(3) 抜けるおそれのない死節は、生き節とみなす。

(4) 長径が短径の２．５倍以上の節の長径は、その実測した長径の１／２とみなす。

(5) かなすじ又は入り皮であって、幅が３ｍｍ以下の線状をなすものは、その実測した長径の

１／２とみなす。

節 の 位 置 構造用製材及び下地用製材にあっては、節の心がある箇所をもって節の位置を決定し、測定する。

節 径 比 １ 節径比は、節の存する材面の幅に対する節の径の百分率による。ただし、円柱類にあっては、

節の存する材の直径に対する節の径の百分率による。

２ 構造用Ⅰ及び下地用製材においては、木口の短辺が３６ｍｍ未満のものにあっては、広い材

面の節のみを対象とし、構造用Ⅰにあっては広い材面の両面の径比の平均を求め、その最大値

を径比とし、下地用製材にあってはその最大値を径比とする。なお、木口の短辺が３６ｍｍ以

上のものにあっては、各材面における径比の最大値を径比とする。

３ 構造用Ⅱにおいては、各材面における径比の最大値を径比とするが、横断面の形状が正方形

のものにあっては、４材面ともに広い材面の制限値を適用する。

４ 乙種構造材においては、各材面における径比の最大値を径比とする。また、木口の短辺が３

６ｍｍ未満のものにあっては、狭い材面の節は、制限の対象としない。

集 中 節 径 比 集中節径比は、１５ｃｍの長さの材面に存する節に係る径比の合計とする。なお、円柱類にあっ

ては、集中節径比が最大となるよう材面を決定し、計測する。

材 縁 部 りょう線から材面の幅の１／４の距離までの範囲を材縁部とする。ただし、たいこ材にあっては、

２平面の材面の幅の１／４の距離までの範囲とする。

無欠点裁面、４材面 １ 板類の無欠点裁面とは、３に掲げる欠点がない材面の部分であって、かつ、次に掲げる幅及

無欠点部分及び３材 び長さ又は面積の方形のものをいう。この場合において、幅は材長方向に直角に、長さは材長

面無欠点部分 方向に平行に測定する。

(1) 特等及び１等にあっては、幅が１００ｍｍ以上１０ｍｍ建て、長さが６０ｃｍ以上１０ｃ

ｍ建て又は幅が８０ｍｍ以上１０ｍｍ建て、長さが９０ｃｍ以上１０ｃｍ建て

(2) ２等にあっては、幅が８０ｍｍ以上面積が４８０ｃｍ２以上

２ 角類の４材面無欠点部分とは、４材面において３に掲げる欠点がない材の部分であって、か

つ、長さ６０ｃｍ以上のものをいい、３材面無欠点部分とは、３材面において、３に掲げる欠

点がないものをいう。

３ 節、そり、幅ぞり、波ぞり、重曲、ねじれ、丸身、木口割れ、目まわり、干割れ、虫穴、目

切れ、腐朽等

丸 広葉樹製材の １ 辺に対する百分率は、丸身の存する木口の短辺又は木口の長辺に対する丸身の長さの割合の
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丸身 うち最大のものとする。

身 ２ 材長に対する百分率は、丸身の長さの材長に対する割合とする。

３ 材面における丸身の長さは、材面の一縁に２個以上あるときはその合計、材面の両縁にある

ときは各縁における合計のうちいずれか大きいものによる。

広葉樹製材以 丸身の存する材面の幅に対する丸身の幅の百分率とする。

外の製材の丸

身

貫 木 口 木口面における貫通割れの長さは、両材面における材端からの貫通割れの長さの平均とする。な

通 お、両木口に貫通割れがある場合には、構造用製材にあっては両木口のうち最長のものの長さと

割 割 し、造作用製材及び下地用製材にあっては各木口のうち最長のものの長さの合計とする。

れ 材 面 材面における貫通割れの長さは、両材面における貫通割れの長さの平均とする。同一の材面に２

れ 個以上の貫通割れがある場合には、構造用製材にあっては最も長いものの長さとし、下地用製材

にあっては各貫通割れの長さの合計とする。なお、円柱類における貫通割れは、複数の材面の割

れが製材の内部でつながっているものをいい、貫通割れが複数ある場合には、その割れが最大限

含まれるよう材面を決定し、これを同一の材面の割れとして計算する。

材面の短小割 造作用製材における材面の短小割れの長さは、その長さとする。

れ

木 口 割 れ 広葉樹製材における木口割れの測定方法は、以下のとおりとする。

１ 百分率は、木口割れの長さの材長に対する割合による。

２ 同一の木口に２個以上の木口割れがあるときは最長のものの長さとし、両木口にあるときは

各木口における最長のものの長さの合計とする。

３ 材面における木口割れは、その長さの１／２（他の材面に貫通したものにあっては、その長

さ）とみなす。

４ 極めて軽微なものについては、対象としない。

目 構造用製材の 短辺の長さに対する目まわりの深さの比とする。同一の端に２個以上あるときは最も深いもの、

ま 目まわり 両端にあるときは各端における最も深いものの合計とする。

わ 広葉樹製材の １ 百分率は、その弧の存する木口の辺の欠を補った方形の４辺の合計に対するその弧の長さの

り 目まわり 割合による。

２ 同一の木口に２個以上あるときは最長のものの弧の長さとし、両木口にあるときは各木口に

おける最長のものの弧の長さの合計とする。

曲 が り １ 造作用製材、構造用製材及び下地用製材にあっては、百分率により、材長方向に沿う内曲面

の最大矢高の弦の長さに対する割合とする。

２ 広葉樹製材にあっては、材長方向に沿う内曲面の最大矢高による。

平 均 年 輪 幅 構造用製材における木口面上の平均年輪幅は、年輪にほぼ垂直方向の同一直線上において年輪幅

の完全なもののすべての平均値による。

繊維走向の傾斜比 構造用製材における材長方向に対する繊維走向の傾斜の高さの比とする。

髄 心 部 構造用製材における髄心部は、次の図に示す方法によって、透明なプラスチックの板等に半径５

０ｍｍから１００ｍｍまで５ｍｍ単位に半円を描いた器具等（以下「測定器具」という。）を用

いて、木口面上の最も髄に近い年輪界の上に測定器具の半径が５０ｍｍの曲線の部分を合致させ、

測定器具の半径が５０ｍｍから１００ｍｍまでの曲線の間における年輪界と測定器具の曲線とを

対比して測定する。
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辺 材 広葉樹製材における辺材の測定方法は、以下のとおりとする。

１ 板類の百分率は、材面の面積に対する辺材の面積の割合による。

２ 板類の木口の長辺に対する比は、木口の長辺に対する各材面における辺材部分の幅の合計の

比のうち最大のものとする。

３ 角類の百分率は、木口の４辺の合計に対する各材面における辺材部分の幅の合計の割合のう

ち最大のものとする。

別記（第４条から第８条まで関係）

１ 試験試料の採取

(1) 含水率試験に供する試験片は、製材の１荷口から５本又は５枚を任意に抜き取った試料製材から採取するものとする。

ただし、再試験を行う場合には、１０本又は１０枚の試料製材から採取する試験片により行うものとする。

(2) 浸潤度試験及び吸収量試験に供する試料製材は、製材の１荷口につき、アの表の左欄に掲げる本数又は枚数に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる本数又は枚数を任意に抜き取るものとする。ただし、製材の樹種及び製材に対する薬剤の浸潤

の仕様が特定しており、３の(2)の浸潤度試験（切断により試験片を採取する場合に限る。）の結果、薬剤の浸潤度の判定

を客観的に行うことができると登録認定機関又は登録外国認定機関が認めた場合には、ほう素化合物系保存処理薬剤で処

理されたものを除き、イの表によることができるものとする。

ア 切断により試験片を採取する場合

荷口の製材の本数又は枚数 試料製材の本数又は枚数

１，０００以下 ２ 浸潤度試験の再試験を行う場合には、左に掲げる本

１，００１以上 ２，０００以下 ３ 数又は枚数の２倍の試料製材を抜き取るものとす

２，００１以上 ３，０００以下 ４ る。

３，００１以上 ４，０００以下 ５

４，００１以上 ６，０００以下 ６

６，００１以上 ８，０００以下 ７

８，００１以上 １０，０００以下 ８

（注） 荷口が１０，０００本又は１０，０００枚を超える場合には、１荷口がそれぞれ１０，０００本又は１０，０００枚

以下となるように分割する。

イ 生長錐により試験片を採取する場合

荷口の製材の本数又は枚数 試料製材の本数又は枚数

１，０００以下 ８ 浸潤度試験の再試験を行う場合には、左に掲げる

１，００１以上 ２，０００以下 １２ 本数又は枚数の２倍の試料製材を抜き取るものと

２，００１以上 ３，０００以下 １６ する。

３，００１以上 ４，０００以下 ２０

４，００１以上 ６，０００以下 ２４

６，００１以上 ８，０００以下 ２８

８，００１以上 １０，０００以下 ３２

（注） 荷口が１０，０００本又は１０，０００枚を超える場合には、１荷口がそれぞれ１０，０００本又は１０，０００枚

以下となるように分割する。

(3) 曲げ試験に供する試料製材（以下「試験製材」という。）は、製材の１荷口から５本又は５枚を任意に抜き取るものとす

る。ただし、再試験を行う場合には、１０本又は１０枚の試験製材を抜き取るものとする。

２ 試験結果の判定

(1) 含水率試験、浸潤度試験及び曲げ試験にあっては、製材の１荷口から抜き取られた試料製材又は試験製材のうち、当該

試験に係る基準に適合するものの数がその総数の９０％以上であるときは、その荷口の製材が当該試験に合格したものと

し、７０％未満であるときは、不合格とする。当該試験に係る基準に適合するものの数がその総数の７０％以上９０％未

満であるときは、その荷口の製材について改めて当該試験に要する試料製材又は試験製材を採取して再試験を行い、その

結果、当該試験に係る基準に適合するものの数がその総数の９０％以上であるときは、当該試験に合格したものとし、９

０％未満であるときは、不合格とする。

(2) 吸収量試験にあっては、製材の１荷口から抜き取られた試料製材が当該試験に係る基準に適合する場合には、当該試験

に合格したものとし、それ以外の場合には、不合格とする。

３ 試験の方法
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(1) 含水率試験

ア 試験片の作成

試験片は、各試料製材から質量２０ｇ以上のものを２個ずつ作成する。

イ 試験の方法

(ｱ) 試験片の質量を測定し、これを乾燥器中で１００℃から１０５℃までで乾燥し、恒量（６時間ごとに測定したとき

の質量の差が試験片の質量の０．１％以下の状態にあることをいう。以下同じ。）に達したと認められるときの質量（以

下「全乾質量」という。）を測定する。

(ｲ) 全乾質量を測定した後、次の式により０．１％の単位まで含水率を算出し、同一の試料製材から作成された試験片

の含水率の平均値を０．５％の単位まで算出する。

Ｗ１－Ｗ２

含水率（％）＝ ×１００

Ｗ２

Ｗ１：乾燥前の質量（ｇ）

Ｗ２：全乾質量（ｇ）

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる方法以外の方法により含水率試験に係る基準に適合するかどうかを明らかに判定することができ

る場合には、その方法によることができる。

(2) 浸潤度試験

ア 試験片の作成

(ｱ) 切断により試験片を採取する場合

試験片は、各試料製材の長さの中央部付近において、当該試料製材の厚さ及び幅の状態により、５ｍｍ以上の長さの

試験片を１枚ずつ採取する。ただし、ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたものにあっては、各試料製材の辺材部

分の長さの中央部付近において、当該試料製材の厚さ及び幅の状態により、５ｍｍ以上の長さの試験片を１枚ずつ採取

する。

(ｲ) 生長錐により試験片を採取する場合

各試料製材の長さ及び幅の中央部付近において、インサイジング又は割れ等の欠点の影響が最も少ない部分から材

面に向かって直角に内径４．５±０．０３ｍｍの生長錐を用いて、次の表の左欄に掲げる試験片を採取する部分の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる長さの試験片を採取するものとする。

試験片を採取する部分の区分 試験片を採取する長さ

心材が製材の表面から深さ１０ｍｍ以内の部分に存在するもの 製材の表面から１０ｍｍ

心材が製材の表面から深さ１０ｍｍを超え１５ｍｍ以内の部分に存在するもの 製材の表面から１５ｍｍ

心材が製材の表面から深さ１５ｍｍを超え２０ｍｍ以内の部分に存在するもの 製材の表面から２０ｍｍ

心材が製材の表面から深さ２０ｍｍを超えた部分に存在するもの 製材の表面から心材に達するまで

心材が存在しないもの 製材の表面から製材の厚さの１／２

イ 浸潤度の算出

浸潤度は、試験片に含有される薬剤をウに定める方法により呈色させ、次の式により算出する。

試験片の辺材部分の呈色面積（ｍｍ２）

辺材部分の浸潤度（％）＝ ×１００

試験片の辺材部分の面積（ｍｍ２）

試験片の材の表面から深さｄ（ｍｍ）

製材の表面から深さｄ（ｍｍ） までの心材部分の呈色面積（ｍｍ２）

までの心材部分の浸潤度（％）＝ ×１００

試験片の材の表面から深さｄ（ｍｍ）

までの心材部分の面積（ｍｍ２）

（注） 生長錐により試験片を採取する場合には、「呈色面積（ｍｍ２）」とあるのは「呈色長ｍｍ）」と、「面積（ｍｍ２）」

とあるのは「長さ（ｍｍ）」と読み替えるものとする。

ウ 試験の方法

試験片の切断面を保存処理薬剤ごとに次に定める方法により呈色させる。使用する薬品（試薬）について日本工業規格

が定められている場合には、当該日本工業規格によるものとする。

(ｱ) 第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

酢酸１８ｇに水を加えて１００ｍＬとしたものを塗布し、又は噴霧して約３分間放置した後、ブロモフェノールブル
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ー０．２ｇをアセトンに溶解して１００ｍＬとしたものを塗布し、又は噴霧することにより、約５分後に、浸潤部を青

色に、未浸潤部を黄色に呈色させる。

(ｲ) 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｱ)に同じ。

(ｳ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｱ)に同じ。

(ｴ) 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

クロムアズロールＳ０．５ｇ及び酢酸ナトリウム５ｇを水５００ｍＬに溶解したものを塗布し、又は噴霧することに

より、浸潤部を濃緑色に呈色させる。

(ｵ) 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

(ｴ)に同じ。

(ｶ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

ジチゾン（１，５－ジフェニルチオカルバゾン）０．１ｇをアセトン１００ｍＬに溶解したものを塗布し、又は噴霧

することにより、浸潤部を赤色に呈色させる。なお、当該薬剤の場合には、処理材中に有効成分と同様に浸潤する亜鉛

化合物が含まれており、これが呈色する。

(ｷ) 脂肪酸金属塩系及びナフテン酸金属塩系の保存処理薬剤のうち、銅を主剤としたもので処理されたもの

(ｴ)に同じ。ただし、「水５００ｍＬ」とあるのは「水及びエタノールを１：１（Ｖ／Ｖ）に混合したもの５００ｍＬ」

と、「濃緑色」とあるのは「青紫色」と読み替えるものとする。

(ｸ) 脂肪酸金属塩系及びナフテン酸金属塩系の保存処理薬剤のうち、亜鉛を主剤としたもので処理されたもの

(ｶ)に同じ。

(ｹ) クレオソート油保存処理薬剤で処理されたもの

クレオソート油による着色を確認し、浸潤部を淡褐色に呈色させる。

(ｺ) ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

クルクミン（植物製）２ｇをエタノール（９５％）９８ｇに溶解したものを塗布し、乾燥させた後、塩酸２０ｍＬに

水を加えて１００ｍＬとしたものにサリチル酸を飽和させたものを塗布することにより、浸潤部を赤色に、未浸潤部を

黄色に呈色させる。

(3) 吸収量試験

ア 試料の作成

(ｱ) 切断により試験片を採取する場合

各試料製材から(2)のアの(ｱ)と同様に作成したもの又は(2)の浸潤度試験により呈色させたものを試験片とし、試験

片ごとに、それぞれ次の図を参考にして、４箇所から深さ１０ｍｍ、幅５ｍｍ及び長さ２０ｍｍ（辺の長さが２０ｍｍ

に満たない場合にあっては、その長さとする。）の木片を採取する。同一の荷口から採取された当該木片をすべて合わ

せて、これを細かく砕いて混合した後、全乾にしたものを試料とする。

なお、次の図に示す各辺の中央部の範囲に直径１０ｍｍの木工用ドリルを用いて深さ１０ｍｍまで２か所ずつ切削し、

その切削片を同様に調製したものを試料とすることができる。

また、ほう素化合物で処理したものにあっては、試験片の辺材の表面及び裏面（表面又は裏面のいずれか一方のみが

辺材である場合にあっては、その面）から１ｍｍの深さまでを削って取り去り、更に５ｍｍの深さまで木片を削り取り

採取する。同一の荷口から採取された当該木片をすべて合わせて、これを細かく砕いて混合した後、全乾にしたものを

試料とする。

5

10

5 20

（単位：ｍｍ）

20 20

5

10 10 （注）各辺の中央部から採取すること。

20



- 27 -

10

5

(ｲ) 生長錐により試験片を採取する場合

各試料製材から(2)のアの(ｲ)と同様に作成したもの（採取する試験片の長さは、１０ｍｍ以上とする。）又は(2)の浸

潤度試験により呈色させたものを試験片とし、試験片ごとに、材の表面から１０ｍｍの深さまでの部分を切断し、木片

を採取する。同一の荷口から採取された当該木片をすべて合わせて、これを細かく砕いて混合した後、全乾にしたもの

を試料とする。

イ 吸収量の算出

試料に含有される薬剤又は主要成分を保存処理薬剤ごとにウに定める方法により定量し、次の式により算出する。なお、

当該薬剤が複数成分の混合物である場合には、成分ごとに吸収量を求め、それぞれの合計をもって吸収量とする。

薬剤含有量（ｍｇ）

吸収量（ｋｇ／ｍ３）＝

採取した試料の全乾体積（ｃｍ３）

また、採取した試料の全乾体積は、採取した試験片又は近接した部分から採取した木片から全乾度を求め、これを用い

て次の式により算出する。

採取した試料の全乾質量（ｇ）

採取した試料の全乾体積（ｃｍ３）＝

全乾密度（ｇ／ｃｍ３）

ウ 試験の方法

(ｱ) 第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇを球管冷却器付き３００ｍＬの平底フラスコに正確に量り採り、塩酸―エタノール混液５０ｍＬを加え

て湯浴上で３時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍＬのエタノールで洗浄す

る。ろ液を１００ｍＬの全量フラスコに移し、エタノールで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ ジデシルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＤＤＡＣ」という。）標準溶液

ＤＤＡＣ０．１ｇを正確に量り採り、水に溶解し、１，０００ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

ｂ 検量線用標準溶液

ＤＤＡＣ標準溶液０～４ｍＬを段階的にビーカーに量り採り、それぞれについて塩酸―エタノール混液２ｍＬを

加えた後、水を加えて約４０ｍＬとし、１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム溶液数滴を加えて、万能ｐＨ試験紙による

ｐＨを約３．５としたもの。

ｃ 塩酸―エタノール混液

塩酸（３５％）３ｍＬにエタノールを加えて１００ｍＬとしたもの。

ｄ １ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム溶液

水酸化ナトリウム４ｇを水に溶解して１００ｍＬとしたもの。

ｅ ｐＨ３．５の緩衡液

０．１ｍｏｌ／Ｌ酢酸水溶液及び０．１ｍｏｌ／Ｌ酢酸ナトリウム水溶液を１６：１（Ｖ／Ｖ）の比率で混合し

たもの。

ｆ オレンジⅡ溶液

オレンジⅡ（ｐ―β―ナフトール・アゾベンゼンスルフォン酸）０．１ｇを水に溶解して１００ｍＬとしたもの。

Ｃ 検量線の作成

あらかじめ、ｐＨ３．５の緩衡液１０ｍＬ、オレンジⅡ溶液３ｍＬ、塩化ナトリウム５ｇ及びクロロホルム２０ｍ

Ｌを入れた１００ｍＬの分液ロートに検量線用標準溶液を加える。約５分間振とうした後、約３０分間静置してクロ

ロホルム層と水層との分離を待った後、クロロホルム層の一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水

し、波長４８５ｎｍにおける吸光度を測定して検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

Ａで調製した試験溶液のうちから、ＤＤＡＣとして０．４ｍｇ以下を含む量を正確に量り採り、１００ｍＬのビー

カーに入れ、水を加えて約４０ｍＬとした後、１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム溶液数滴を加えて、万能ｐＨ試験紙に

よるｐＨを約３．５とし、これを試験溶液とする。

あらかじめ、ｐＨ３．５の緩衝液１０ｍＬ、オレンジⅡ溶液３ｍＬ、塩化ナトリウム５ｇ及びクロロホルム２０ｍ
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Ｌを入れた１００ｍＬの分液ロートに、試験溶液を加える。約５分間振とうした後、約３０分間静置してクロロホル

ム層と水層との分離を待った後、クロロホルム層の一部を採り、少量の硫酸ナトリウム（無水）を加えて脱水し、波

長４８５ｎｍにおける吸光度を測定し、検量線からＤＤＡＣの量を求める。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍＬ）

Ｐ：検量線から求めたＤＤＡＣの量（ｍｇ）

(ｲ) 第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ Ｎ，Ｎ－ジデシル－Ｎ－メチル－ポリオキシエチルアンモニウムプロピオネート（以下「ＤＭＰＡＰ」という。）

試料約１ｇを球管冷却器付き３００ｍＬの平底フラスコに正確に量り採り、塩酸―エタノール混液５０ｍＬを加

えて湯浴上で３時間煮沸する。放冷した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍＬのエタノールで洗

浄する。ろ液を１００ｍＬの全量フラスコに移し、エタノールで定容とし、これを試験溶液とする。

ｂ ４－エトキシフェニル［３－（４－フルオロ－３－フェノキシフェニル）プロピル］ジメチルシラン（以下「シ

ラフルオフェン」という。）

試料約５ｇを共栓付き２００ｍＬの三角フラスコに正確に量り採り、アセトニトリル５０～７０ｍＬ及びぎ酸３

ｍＬを加えて１時間振とうしながら抽出する。その後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍＬのアセ

トニトリルで洗い込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４５℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね０．

５ｍＬになるまで濃縮する。これを少量のアセトニトリルで溶解した後、２５ｍＬの全量フラスコに移し、アセト

ニトリルで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ ＤＭＰＡＰ

(a) ＤＭＰＡＰ標準溶液

ＤＭＰＡＰ標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、メタノールに溶解して１

００ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

(b) 塩酸―エタノール混液

塩酸（３５％）３ｍＬにエタノールを加えて１００ｍＬとしたもの。

(c) 酢酸緩衝溶液

酢酸２０ｍＬ及び塩化ベンゾニトニウム０．７５ｇをメタノールで溶解して１，０００ｍＬにしたもの。

ｂ シラフルオフェン

・ シラフルオフェン標準溶液

シラフルオフェン標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０１ｇを正確に量り採り、アセトニトリルに

溶解して１００ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ ＤＭＰＡＰ

ＤＭＰＡＰ標準溶液を段階的に１０～５０μｇ／ｍＬになるよう調整し、高速液体クロマトグラフ（以下「ＨＰ

ＬＣ」という。）専用フィルタ（孔径０．４５μｍのもの。以下同じ。）でろ過したものをＨＰＬＣで測定し、検

量線を作成する。

ｂ シラフルオフェン

シラフルオフェン標準溶液を段階的に１０～５０μｇ／ｍＬになるよう調整し、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し

たものをＨＰＬＣで測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ ＤＭＰＡＰ

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検量

線からＤＭＰＡＰの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＳＣＸカラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１２５ｍｍ）

移動相 メタノール：酢酸緩衝溶液 ＝ ５０：１０ （Ｖ／Ｖ）
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移動相流速 ２．５ｍＬ／ｍｉｎ

カラム温度 室温

測定波長 ２６２ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０ μＬ

ｂ シラフルオフェン

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検量

線からシラフルオフェンの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ｍｍ）

移動相 アセトニトリル：メタノール：水＝６５：１５：２０ （Ｖ／Ｖ）

移動相流速 ２．０ｍＬ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２３０ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μＬ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ ＤＭＰＡＰ

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００

Ｐ：検量線から求めたＤＭＰＡＰの量（ｍｇ）

ｂ シラフルオフェン

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５

Ｐ：検量線から求めたシラフルオフェンの量（ｍｇ）

(ｳ) ほう素・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ ほう素化合物

(a) クルクミン法

試料約１ｇをるつぼ又は蒸発皿に正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性として、水浴上で

その混合物を乾燥させる。次に、マッフル炉を用いてできる限り低い温度でゆっくり灰化させ、次第に温度を上

げて暗い赤熱状態（約５８０℃）とし、それ以上の温度にならないようにする。放冷した後、灰分を塩酸（１＋

９）で酸性とした後、１００ｍＬの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたものを試験溶液とする。

(b) カルミン酸法

試料約１ｇを石英ガラス製又は無ほう酸ガラス製の２００～５００ｍＬの共通すり合わせトラップ球付き丸底

フラスコに正確に量り採り、過酸化水素水１５ｍＬ、硫酸２ｍＬ及びりん酸２ｍＬを添加する。次に、これを砂

浴上で徐々に加熱し、内容物を分解し、内容物が黒色になったところで過酸化水素水５ｍＬを追加する。この操

作を繰り返し、試料が完全に分解して内容物が透明になり、硫酸白煙が発生するまで濃縮した後、放冷する。そ

の後、丸底フラスコの中の内容物を２００ｍＬの全量フラスコに移し入れ、水で定容としたものを試験溶液とす

る。

(c) プラズマ発光分光法（以下「ＩＣＰ発光分光法」という。）

(b)により分解濃縮した内容物を１００ｍＬの全量フラスコに移し、内部標準として原子吸光分析用イットリ

ウム標準原液（１ｇ／Ｌ）１ｍＬを加えた後、水で定容としたものを試験溶液とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＡに同じ。

Ｂ 試薬の調製

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

(a) 炭酸ナトリウム溶液

無水炭酸ナトリウム１０ｇを水に溶解して全量を１，０００ｍＬにしたもの。

(b) クルクミン溶液

クルクミン（植物製）０．１ｇをエタノールに溶解して４００ｍＬにしたもの。
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(c) しゅう酸アセトン溶液

しゅう酸５０ｇをアセトンに溶解して５００ｍＬとし、ろ過したもの。

(d) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーターの中で５時間乾燥したほう酸約０．５ｇを正確に量り採り、水に溶解して１，０００ｍＬの

全量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの原液を水で５０倍に希釈したもの。

（カルミン酸法及びＩＣＰ発光分光法）

(a) カルミン酸溶液

カルミン酸２５ｍｇを硫酸に溶解して１００ｍＬにしたもの。

(b) 硫酸第１鉄溶液

硫酸第１鉄（硫酸鉄（Ⅱ）七水和物）５ｇを０．５ｍｏｌ／Ｌ硫酸１００ｍＬに溶解したもの。

(c) ほう酸標準溶液

硫酸デシケーターの中で５時間乾燥したほう酸約０．２５ｇを正確に量り採り、水に溶解して１００ｍＬの全

量フラスコで定容としたものをほう酸標準原液とし、使用時にこの原液を水で５０倍に希釈したもの。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＢに同じ。

Ｃ 検量線の作成

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

ほう酸標準溶液０～４ｍＬを、段階的に内径５ｃｍのるつぼに正確に量り採り、Ｄの定量方法と同様に操作して

ほう酸の量と吸光度との関係線を作成し、検量線とする。

（カルミン酸法）

ほう酸標準溶液０～２ｍＬを、段階的に２５ｍＬの全量フラスコに正確に量り採り、それぞれの全量が２ｍＬに

なるよう水を加えた後、Ｄの定量方法と同様に操作してほう酸の濃度と吸光度との関係線を作成し、検量線とする。

（ＩＣＰ発光分光法）

原子吸光分析用ほう素標準原液１ｍＬを１００ｍＬの全量フラスコに正確に量り採ったものと、これとは別に１

００ｍＬの全量フラスコを用意し、それぞれに原子吸光分析用イットリウム標準原液（１ｇ／Ｌ）１ｍＬを正確に

加えた後、水で定容とし、ほう素とイットリウムとの発光強度比から関係線を作成し、検量線とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＣに同じ。

Ｄ 定量方法

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

試験溶液１ｍＬを内径５ｃｍのるつぼに正確に量り採り、炭酸ナトリウム溶液を加えてアルカリ性とした後、水

浴上で蒸発乾固させる。次に、残留物を放冷した後、塩酸（１＋４）１ｍＬ、しゅう酸アセトン溶液５ｍＬ及びク

ルクミン溶液２ｍＬを加えて、５５±２℃の水浴上で２時間３０分加熱する。これを放冷した後、残留物にアセト

ン２０～３０ｍＬを加えて溶出し、ろ過しながら１００ｍＬの全量フラスコに入れる。アセトンで容器及び残留物

を数回洗い、洗液を合わせてアセトンで定容としたものを試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セルに移し、空

試験溶液を対照液として波長５４０ｎｍにおける吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線からほう酸の量を求

める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、アセトンで一定量に希釈し、検量線の範囲内に入るよ

うに調整して測定する。

（カルミン酸法）

試験溶液２ｍＬを２５ｍＬの全量フラスコに正確に量り採り、塩酸３滴、硫酸第１鉄溶液３滴及び硫酸１０ｍＬ

を加えて混合し、全量フラスコに共栓を付して水冷した後、カルミン酸溶液１０ｍＬを加えて混合する。次に、こ

れを再び水冷し、硫酸で定容とし、４５分間室温で放置して、試験溶液とする。試験溶液の一部を吸収セルに移し、

空試験溶液を対照液として波長６００ｎｍにおける吸光度を測定し、あらかじめ作成した検量線からほう酸の量を

求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、硫酸で一定量に希釈し、検量線の範囲内に入るよう

に調整して測定する。

（ＩＣＰ発光分光法）

ＩＣＰ発光分光分析装置により、試験溶液の発光強度を次の表の各成分ごとの測定波長により測定し、あらかじ

め作成した検量線からほう素の量を求める。試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、検量線の範囲内
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に入るように試験溶液を調整して測定する。

成 分 測定波長（ｎｍ）

ほう素 ２４９．７７３

イットリウム ３７１．０３０

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＤに同じ。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ ほう素化合物

（クルクミン法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（ｍｇ）

（カルミン酸法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう酸の量（ｍｇ）

（ＩＣＰ発光分光法）

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×５．７１８×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた試験溶液中のほう素の量（ｍｇ）

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＥに同じ。

(ｴ) 銅・第四級アンモニウム化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液等の調製

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

試料１～２ｇを正確に量り採り、５００ｍＬの共通すり合わせトラップ球付き丸底フラスコに入れ、過酸化水素

水（３０％。以下同じ。）２０ｍＬ及び硫酸２ｍＬを添加する。これを砂浴上で徐々に加熱し、内容物を分解する。

フラスコの内容物が約２ｍＬになったところで、過酸化水素水５ｍＬを追加する。この操作を繰り返し、木材が完

全に分解して内容物が透明な緑色になったところで約２ｍＬになるまで濃縮した後、放冷する。フラスコの内壁を

水で洗いながら内容物を２５０ｍＬの全量フラスコに移し、水で定容としたものを試験溶液とする。

（ＩＣＰ発光分光法）

試料１～２ｇを正確に量り採り、原子吸光光度法により分解し、放冷した後、２５０ｍＬの全量フラスコに水で

定容したもののうち２５ｍＬを１００ｍＬの全量フラスコに量り採った後、硫酸（１＋１２４）溶液で定容したも

のを試験溶液とする。

（蛍光Ｘ線法）

試料を２～３ｇ採取し、ボールミル型粉砕器で５分間粉砕し、粉砕された試料から約１５０ｍｇを正確に量り採

り、錠剤成型器に入れてペレットを作成する。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＡに同じ。

ｃ Ｎ―アルキルベンジルジメチルアンモニウムクロリド（以下「ＢＫＣ」という。）

(ｱ)のＡに同じ。

Ｂ 試薬の調製

ａ 銅化合物

(a) 銅標準原液

原子吸光分析用の銅標準液（１，０００ｍｇ／Ｌ）５ｍＬ及び硫酸（１＋４）４ｍＬを１００ｍＬの全量フラ

スコに入れ、水で定容としたもの。

(b) 硫酸（１＋４）溶液

硫酸（９７％）及び水を１：４（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

(c) 硫酸（１＋１２４）溶液
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硫酸（９７％）及び水を１：１２４（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＢに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＢに同じ。ただし、「ＤＤＡＣ」とあるのは、「ＢＫＣ」と読み替えるものとする。

Ｃ 検量線の作成

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

銅標準原液０～１５ｍＬを段階的に１００ｍＬの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液で定

容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液について、波長３２４．８ｎｍにおける吸光度を原子吸光光

度計により測定し、検量線を作成する。

（ＩＣＰ発光分光法）

銅標準原液０～５ｍＬを、段階的に１００ｍＬの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液で定

容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液についてＩＣＰ発光分光分析装置で測定し、検量線を作成す

る。

（蛍光Ｘ線法）

試料製材と同じ樹種の木片であって、無処理のもの約３ｇを採取し、１０５℃の乾燥器中で恒量になるまで乾燥

し、ボールミル型粉砕器を用いて５分間粉砕する。粉砕した木粉を１０ｍＬのビーカーに１５０ｍｇずつ正確に５

つ量り採る。それぞれのビーカーに、銅標準原液０～５ｍＬを段階的に１００ｍＬの全量フラスコに正確に量り採

り、水で定容としたものを０．５ｍＬ正確に加え、かくはんする。それぞれのビーカーを１０５℃の乾燥器中で恒

量になるまで乾燥し、錠剤成型器に入れてペレットを作成する。当該ペレットを蛍光Ｘ線分析装置にセットし、蛍

光Ｘ線強度から関係線を作成し、検量線とする。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＣに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＣに同じ。ただし、標準溶液としてＢＫＣを用いるものとする。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

試験溶液を検量線の範囲内に入るように硫酸（１＋１２４）溶液で一定量に希釈し、原子吸光光度計によりＣの

ａと同じ条件で吸光度を測定し、検量線の直線領域から銅の濃度を求める。

（ＩＣＰ発光分光法）

ＩＣＰ発光分光分析装置により、試験溶液の発光強度を測定し、あらかじめ作成した検量線から銅の量を求める。

試験溶液の吸光度が検量線の範囲を超える場合には、原子吸光光度法と同様に検量線の範囲内に入るように試験溶

液の濃度を調整して測定する。

（蛍光Ｘ線法）

蛍光Ｘ線分析装置により、試験溶液のＸ線強度を測定し、あらかじめ作成した検量線から銅の量を求める。

ｂ ＤＤＡＣ

(ｱ)のＤに同じ。

ｃ ＢＫＣ

(ｱ)のＤに同じ。ただし、「ＤＤＡＣ」とあるのは、「ＢＫＣ」と読み替えるものとする。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物

（原子吸光光度法）

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

２５０×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ× ×１．２５２

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／Ｌ）

（ＩＣＰ発光分光法）
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Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

２，０００×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ× ×１．２５２

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／Ｌ）

（蛍光Ｘ線法）

Ｄのａにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×試料採取量×１００×１．２５２

Ｐ：検量線から求めた銅の含有率（％）

ｂ ＤＤＡＣ

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍＬ）

Ｐ：検量線から求めたＤＤＡＣの量（ｍｇ）

ｃ ＢＫＣ

Ｄのｃにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

１００

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

試験溶液の採取量（ｍＬ）

Ｐ：検量線から求めたＢＫＣの量（ｍｇ）

(ｵ) 銅・アゾール化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

試料約５ｇを共栓付き三角フラスコに正確に量り採り、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）５ｍＬを試料全体に

滴下した後、エタノール５０～１００ｍＬを加えて栓をし、１時間ごとによく振り混ぜながら超音波による抽出工

程（水温は約４０℃とする。）を３時間行う。静置した後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍＬの

エタノールで洗い込む。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４５℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね５

ｍＬになるまで濃縮する。これを少量のエタノールで溶解した後、２５ｍＬの全量フラスコに移し、エタノールで

定容したものを試験溶液とする。

（ガスクロマトグラフ法（以下「ＧＣ法」という。））

試料約１ｇを２００ｍＬのナス型フラスコに正確に量り採り、水１０ｍＬを加えて３０分間膨潤させる。この試

料にアセトン５０ｍＬを加えて３０分間振とうしながら抽出し、抽出物を吸引ろ過するとともに、試料を約５０ｍ

Ｌのアセトンで洗い込む。ろ紙上の試料を再度２００ｍＬのナス型フラスコに移し、水１０ｍＬ及びアセトン５０

ｍＬを加えて上記の抽出操作を行う。ろ液をロータリーエバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧しながら、

おおむね１０ｍＬになるまで濃縮する。これに水を加えて約２０ｍＬとする。これをけい藻土カラムに加え、１０

分間保持する。けい藻土カラムに注射器を取り付け、トルエン１２０ｍＬを加えて溶出させる。溶出液をロータリ

ーエバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さをトルエン１０ｍＬで溶解し、１０ｍ

Ｌ容注射器を取り付け洗浄を終えたシリカゲルミニカラムに１０ｍＬ／ｍｉｎの速度でこれを通液する。同様に、

酢酸エチル－シクロヘキサン溶液５ｍＬを通液した後、これを酢酸エチル１０ｍＬで溶出し、溶出液をロータリー

エバポレーターに装着して４０℃の湯浴上で減圧しながら留去する。残さをアセトンで溶解しながら５ｍＬに定容

したものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬等の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）
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・ シプロコナゾール標準溶液

シプロコナゾール標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、エタノールに溶解

して５０ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

（ＧＣ法）

(a) シプロコナゾール標準溶液

ＨＰＬＣ法と同じ。ただし、「エタノール」とあるのは、「アセトン」と読み替えるものとする。

(b) 酢酸エチル－シクロヘキサン溶液

酢酸エチル及びシクロヘキサンを２：３（Ｖ／Ｖ）の比率で混合したもの。

(c) シリカゲルミニカラム

使用時に酢酸エチル１０ｍＬで洗浄した後、更にトルエン１０ｍＬで洗浄したもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ 銅化合物

(ｴ)のＣのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

シプロコナゾール標準溶液をエタノールで段階的に１０～５０μｇ／ｍＬになるよう調整した後、ＨＰＬＣ専用

フィルタでろ過したものをＨＰＬＣで測定し、検量線を作成する。

（ＧＣ法）

シプロコナゾール標準溶液をアセトンで段階的に１０～５０μｇ／ｍＬになるよう調整した後、ガスクロマトグ

ラフ（以下「ＧＣ」という。）で測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

(ｴ)のＤのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

（ＨＰＬＣ法）

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検量

線からシプロコナゾールの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ｍｍ）

移動相 アセトニトリル：水 ＝ ６０：４０（Ｖ／Ｖ）

移動相流速 １．０ｍＬ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２２１ｎｍ （ＵＶ検出器）

注入量 １０ μＬ

（ＧＣ法）

次の表に掲げる条件を標準として試験溶液をＧＣで測定して作成した検量線からシプロコナゾールの量を求め

る。

項 目 Ｇ Ｃ の 条 件

カラム ５％フェニルメチルポリシロキサンを０．２５μｍコーティングしたシリコン溶融シリカ

キャピラリカラム（Ｉ．Ｄ：０．３２ｍｍ、Ｌ：３０ｍ）

カラム温度 ６０℃、１ｍｉｎ→（２０℃／ｍｉｎ）→２４０℃、１０ｍｉｎ→（２０℃／ｍｉｎ）

→２６０℃

インジェクション温度 ２５０℃

メイクアップガス Ｈｅ ３０ｍＬ／ｍｉｎ

キャリアガス Ｈｅ Ｓｐｌｉｔ Ｖｅｎｔ ９３ｍＬ／ｍｉｎ、Ｐｕｒｇｅ Ｖｅｎｔ １ｍＬ／ｍｉｎ

燃焼ガス 水素 ３０ｍＬ／ｍｉｎ、空気 ３７０ｍＬ／ｍｉｎ

検出器 ＦＩＤ又はＮＰＤ

注入量 ２μＬ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物
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(ｴ)のＥのａに同じ。

ｂ シプロコナゾール

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

（ＨＰＬＣ法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの量（ｍｇ）

（ＧＣ法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×５

Ｐ：検量線から求めたシプロコナゾールの量（ｍｇ）

(ｶ) アゾール・ネオニコチノイド化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＡのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。ただし、「試料約５ｇ」とあるのは、「試料約２ｇ」と読み替えるものとす

る。

ｂ イミダクロプリド

ａのシプロコナゾールに同じ。ただし、「シプロコナゾール」とあるのは、「イミダクロプリド」と読み替える

ものとする。

Ｂ 試薬の調製

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＢのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

・ イミダクロプリド標準溶液

イミダクロプリド標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．０５ｇを正確に量り採り、エタノールに溶解

して５０ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＣのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

イミダクロプリド標準溶液を段階的に５～５０μｇ／ｍＬになるよう調整し（ただし、試験溶液の濃度が検量線

から外れる場合には、検量線の濃度を調整することができる。）、ＨＰＬＣ専用フィルタでろ過したものをＨＰＬ

Ｃで測定し、検量線を作成する。

Ｄ 定量方法

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＤのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

試験溶液をＨＰＬＣ専用フィルタでろ過し、次の表に掲げる条件を標準としてＨＰＬＣで測定して作成した検量

線からイミダクロプリドの量を求める。

項 目 ＨＰＬＣの条件

カラム ＯＤＳ系カラム（Ｉ．Ｄ：４．６ｍｍ、Ｌ：１５０ｍｍ）

移動相 アセトニトリル：水 ＝ ６０：４０（Ｖ／Ｖ）

移動相流速 １．０ｍＬ／ｍｉｎ

カラム温度 ４０℃

測定波長 ２７１ｎｍ（ＵＶ検出器）

注入量 １０μＬ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ シプロコナゾール

(ｵ)のＥのｂ（ＨＰＬＣ法）に同じ。

ｂ イミダクロプリド

Ｄのｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×２５
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Ｐ：検量線から求めたイミダクロプリドの量（ｍｇ）

(ｷ) 脂肪酸金属塩系保存処理薬剤及びナフテン酸金属塩系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

(ｴ)のＡのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは「亜鉛」と、「透明な緑色」とあるのは「透明」と読み替えるも

のとする。

ｃ ペルメトリン

試料約５ｇを球管冷却器付き２００ｍＬの平底フラスコに正確に量り採り、アセトン１００ｍＬを加えて約６０

℃の湯浴上で２時間抽出する。その後、抽出物を吸引ろ過するとともに、木粉を約３０ｍＬのアセトンで洗い込む。

ろ液をロータリーエバポレーターに装着して３０℃の湯浴上で減圧しながら、おおむね０．５ｍＬになるまで濃縮

する。これを少量のアセトンで溶解した後、内部標準溶液１ｍＬを正確に加えて５０ｍＬの全量フラスコに移し、

アセトンで定容としたものを試験溶液とする。

Ｂ 試薬の調製

ａ 銅化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

(ｴ)のＢのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとし、亜鉛標準液の量り採り量を１

０ｍＬとする。

ｃ ペルメトリン

(a) ペルメトリン標準溶液

ペルメトリン標準品（純度９５％以上で既知のもの）約０．１ｇを正確に量り採り、アセトンに溶解し１００

ｍＬの全量フラスコで定容としたもの。

(b) 内部標準溶液

フタル酸ジ－ｎ－オクチルを０．１ｇ正確に量り採り、アセトン溶解し１００ｍＬの全量フラスコで定容とし

たもの。

Ｃ 検量線の作成

ａ 銅化合物

(ｴ)のＣのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

（原子吸光光度法）

亜鉛標準原液０～１０ｍＬを段階的に１００ｍＬの全量フラスコに正確に量り採り、硫酸（１＋１２４）溶液で

定容としたものを標準溶液とする。それぞれの標準溶液について、波長２１３．９ｎｍにおける吸光度を原子吸光

光度計で測定して、検量線を作成する。

（ＩＣＰ発光分光法）

(ｴ)のＣのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

（蛍光Ｘ線分析法）

(ｴ)のＣのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

ペルメトリン標準溶液５ｍＬ及び内部標準溶液５ｍＬを５０ｍＬの全量フラスコに正確に加えた後、アセトンで

定容し、ペルメトリンとフタル酸ジ－ｎ－オクチルとの重量比及びピーク面積比を求める。

Ｄ 定量方法

ａ 銅化合物

(ｴ)のＤのａに同じ。

ｂ 亜鉛化合物

（原子吸光光度法）

試験溶液を検量線の範囲内に入るように硫酸（１＋１２４）溶液で一定量に希釈し、原子吸光光度計によりＣの

ｂと同じ条件で吸光度を測定し、検量線の直線領域から亜鉛の濃度を求める。

（ＩＣＰ発光分光法）
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(ｴ)のＤのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

（蛍光Ｘ線分析法）

(ｴ)のＤのａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

次の表に掲げる条件を標準として試験溶液をＧＣで測定し、内部標準法によりペルメトリンの量を求める。

項 目 Ｇ Ｃ の 条 件

カラム ガラスカラム（Ｉ．Ｄ：３．０ｍｍ、Ｌ：１，０００ｍｍ）

固定相液体 ＤＥＧＳ（ジエチレングリコール サクシネート）２％

固定相担体 （参考）Ｃｈｒｏｍｏｓｏｒｂ Ｗ （ＨＰ）（１４９～１７７メ ッシュ）

カラム温度 ２１５℃

インジェクション温度 ２５０℃

水素ガス圧力 ８８．３ＫＰａ

空気圧力 ４９．０ＫＰａ

窒素ガス流量 ５０ｍＬ／ｍｉｎ

検出器 ＦＩＤ

注入量 ２μＬ

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

ａ 銅化合物

Ｄにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

（原子吸光光度法）

２５０×試験溶液の希釈倍数

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×

１，０００

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／Ｌ）

（ＩＣＰ発光分光法及び蛍光Ｘ線分析法）

薬剤含有量（ｍｇ）＝Ｐ×１００×試験溶液の希釈倍数

Ｐ：検量線から求めた銅の濃度（ｍｇ／Ｌ）

ｂ 亜鉛化合物

ａに同じ。ただし、「銅」とあるのは、「亜鉛」と読み替えるものとする。

ｃ ペルメトリン

Ｄのｃにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。

Ｓｔ Ｐ

薬剤含有量（ｍｇ） ＝ × ─

５０ Ｐｎ

Ｓｔ：標準ペルメトリンの質量（ｇ）

Ｐ：試験溶液中のペルメトリンと内部標準との面積比

Ｐｎ：標準溶液中のペルメトリンと内部標準との面積比

(ｸ) クレオソート油保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

試料約１ｇ（薬剤含有量により試料の量を調整するものとする。以下同じ。）を円筒ろ紙に正確に量り採り、ソッ

クスレー抽出器に装着して、エタノール─ベンゼン混液（１：２（Ｖ／Ｖ）。以下同じ。）５０ｍＬで抽出流下液が

無色透明になるまで抽出し、これを試験溶液とする。

Ｂ 定量方法

ａ 試験溶液を１００ｍＬのなす型フラスコにエタノール―ベンゼン混液１０ｍＬで洗いながら移し入れ、ロータリ

ーエバポレーターに装着して５０℃の湯浴上で減圧しながら濃縮する。１００ｍＬのなす型フラスコの質量が恒量

になるまで濃縮した後、フラスコの外面をよく拭って質量を測定する。

ｂ 別に、空試験として、試料製材と同じ樹種の木材であって、無処理のものを用いて同様に操作して質量を測定す

る。

Ｃ 薬剤含有量の計算方法

Ｂにより求めた値から次の式により薬剤含有量を算出する。
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薬剤含有量（ｍｇ）＝（本試験の質量（ｍｇ）－本試験に用いたなす型フラスコの質量（ｍｇ））－（空試験の質量

（ｍｇ）－空試験に用いたなす型フラスコの質量（ｍｇ））

(ｹ) ほう素化合物系保存処理薬剤で処理されたもの

Ａ 試験溶液の調製

(ｳ)のＡのａに同じ。

Ｂ 試薬の調製

(ｳ)のＢのａに同じ。

Ｃ 検量線の作成

(ｳ)のＣのａに同じ。

Ｄ 定量方法

(ｳ)のＤのａに同じ。

Ｅ 薬剤含有量の計算方法

(ｳ)のＥのａに同じ。

(4) 曲げ試験

ア 試験の方法

試験製材を用い、次の図（例）に示す方法により、適当な初期荷重を加えたときと最終荷重を加えたときとのたわみの

差を測定し、曲げヤング係数を求める。

イ 曲げヤング係数の算出

次の式により曲げヤング係数を求める。ただし、スパンの試験製材の木口の短辺に対する比が１８以上のものにあって

は、算出した曲げヤング係数に次の表の左欄に掲げるスパンの試験製材の木口短辺に対する比の区分に従い、それぞれ同

表の右欄に掲げる係数を乗じて得た数値をその曲げヤング係数とする。

２３×△Ｐ×３

曲げヤング係数（ＭＰａ又はＮ／ｍｍ２）＝

１２９６×△ｙ×Ｉ

△Ｐ：比例域における初期荷重と最終荷重との差（Ｎ）

：スパン（ｍｍ）

△ｙ：△Ｐに対応するスパン中央のたわみ（ｍｍ）

Ｉ：断面２次モーメント（材種により以下のとおりとする。）

① 板類及び角類 ｂ×ｈ３

１２

② 円柱類 π

×ｄ４

６４

ｂ：試験製材の木口の長辺（ｍｍ）

ただし、たいこ材にあっては、たいこ材の直径とする。

ｈ：試験製材の木口の短辺（ｍｍ）

π：円周率（＝３．１４）

ｄ：試験製材の直径（ｍｍ）

ｂ

Ｐ
｜
２ 荷重点支点

ｈ

ダイヤルゲージ

/３ /３/３

≧３/４Ｌ

Ｌ：材長（mm）

Ｐ
｜
２

/２ /２
Ｐ：荷重（Ｎ）



木口の短辺
（ｍｍ）

木口の長辺（ｍｍ） 材長（ｍ）

１２ ４５ ７５ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

１５ ４５ ７５ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

１８ ４５ ７５ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

２４ ３０ ４５ ７５ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

３０ ３０ ３３ ３６ ４５ ５５ ６０ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

３３ ３３ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ２．００ ３．００ ４．００

３６ ３６ ４５ ５５ ６０ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ２．００ ３．００ ４．００

４０ ４５ ５５ ９０ １０５ １２０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

４５ ４５ ５５ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

５０ ９０ １０５ １２０ ３．００ ３．６５ ４．００

５５ ９０ １０５ １２０ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００

６０ ９０ １０５ １２０ １．８２ ２．００ ３．００ ３．６５ ４．００
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スパンの試験製材の木口の短辺に対する比 係 数

１８ １．０００

２１ ０．９８８

２４ ０．９８１

２７ ０．９７５

３０ ０．９７２

３３ ０．９６９

３６ ０．９６７

３９ ０．９６５

４２ ０．９６４

４５ ０．９６３

４８ ０．９６２

５１ ０．９６１

５４ ０．９６１

５７ ０．９６０

６０ ０．９６０

別表１（第４条関係）

造作用製材の標準寸法
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別表２（第５条、第６条関係）

構造用製材の標準寸法（仕上げ材にあっては、規定寸法）

別表３（第７条関係）

下地用製材の標準寸法

別表４（第７条、第８条関係）

まくら木用の標準寸法

木口の短辺
（mm）

木口の長辺
(mm)

１５ ９０ １０５ １２０

１８ ９０ １０５ １２０

２１ ９０ １０５ １２０

２４ ９０ １０５ １２０

２７ ４５ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０

３０ ３９ ４５ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０

３６ ３６ ３９ ４５ ６０ ６６ ７５ ９０ １０５ １２０

３９ ３９ ４５ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０

４５ ４５ ５５ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０

６０ ６０ ７５ ９０ １０５ １２０

７５ ７５ ９０ １０５ １２０

８０ ８０ ９０ １０５ １２０

９０ ９０ １０５ １２０ １３５ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０

１００ １００ １０５ １２０ １３５ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

１０５ １０５ １２０ １３５ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

１２０ １２０ １３５ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

１３５ １３５ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

１５０ １５０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

１８０ １８０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

２００ ２００ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

２１０ ２１０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

２４０ ２４０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

２７０ ２７０ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

３００ ３００ ３３０ ３６０ ３９０

木口の
短辺
（mm）

木口の長辺
（mm）

材長
（ｍ）

9 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 1.82 2.00 3.00 4.00

12 75 80 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 1.82 2.00 3.00 3.65 4.00

15 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 1.82 2.00 3.00 3.65 4.00

18 36 45 55 75 90 105 120 135 150 180 210 240 270 300 1.82 2.00 3.00 3.65 4.00

21 36 45 55 2.00 3.00 4.00

24 36 45 55 （板類） 1.82 2.00 3.00 3.65 4.00

36 36 45 2.00 3.00 3.65 4.00

40 40 （角類） 2.00 3.00 4.00

45 55 1.82 2.00 3.00 3.65 4.00

木口の短辺
（ｃｍ）

木口の長辺（ｃｍ） 材長（ｃｍ）

１２ １５ １８ １５０、１８０、２１０、２２０、　
２３５、２４０、２５０、２６５、　
２７０、２８０、２９５、３００、　
３１０、３２５、３３０、３４０、　
３５５、３６０、３７０、３８５、　
３９０、４００、４２０、４３０、　
４５０、４６０、４８０

１４ ２０ ２３

１５ １８ ２３ ３０

１８ ２０

２０ ２０

２３ ２０
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別表５（第８条関係）

第８条第２項(1)に掲げる広葉樹製材の標準寸法

別表６（第８条関係）

第８条第２項(2)に掲げる広葉樹製材の標準寸法

附 則（平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８３号）

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から９０日を経過した日から施行する。

（押角の日本農林規格等の廃止）

２ 押角の日本農林規格（昭和３５年１２月１日農林省告示第１２０４号）、耳付き材の日本農林規格（昭和３５年１２月１日

農林省告示第１２０５号）、まくら木の日本農林規格（昭和４１年４月１８日農林省告示第５３９号）、針葉樹の構造用製材

木口の
短辺
（mm）

木口の長辺
（mm）

材長
（m）

12 （板類） 80 90 100 110 120 130 140 150 木口の長辺
150mm以上
10mm建て

0.3m以
上0.1m
建て

15 80 90 100 110 120 130 140 150
18 18 80 90 100 110 120 130 140 150
21 21 51 60 66 80 90 100 110 120 130 140 150
27 27 51 60 66 80 90 100 110 120 130 140 150
34 34 51 60 66 80 90 100 110 120 130 140 150
40 40 51 60 66 80 90 100 110 120 130 140 150
45 45 100 110 120 130 140 150
51 51 100 110 120 130 140 150
60 60 100 110 120 130 140 150
66 （角類） 66 100 110 120 130 140 150
80 80 150
90 90 150
100 100 150
110 110 150
120 120 150

木口の
短辺
（mm）

木口の長辺
（mm）

材長
（m）

7 36 （板類） 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0
9 36 75 90 100 105 120 150 180 210 1.8 1.9 2.0 3.65 3.8
11 75 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
13 75 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
15 15 75 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
18 18 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
20 30 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
24 24 30 36 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
27 27 36 60 75 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
30 30 36 40 45 60 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
33 33 36 40 75 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
36 36 40 45 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
40 40 45 60 90 100 105 120 150 180 210 240 270 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
45 45 55 60 85 90 100 105 120 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
50 85 90 100 105 120 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
55 （角類） 55 90 105 120 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
60 60 90 105 120 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
70 70 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
75 75 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
85 85 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
90 90 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0
100 100 150 180 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0 6.0
105 105 150 180 210 240 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0 6.0
120 120 150 180 210 240 300 1.8 1.9 2.0 3.0 3.65 3.8 4.0 6.0
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の日本農林規格（平成３年１月３１日農林水産省告示第１４３号）、針葉樹の造作用製材の日本農林規格（平成８年７月１１

日農林水産省告示第１０８４号）、針葉樹の下地用製材の日本農林規格（平成８年７月１１日農林水産省告示第１０８５号）

及び広葉樹製材の日本農林規格（平成８年７月１１日農林水産省告示第１０８６号）は、廃止する。

（押角の日本農林規格等の廃止に伴う経過措置）

３ この告示の施行の際現にこの告示による廃止前の押角の日本農林規格、耳付き材の日本農林規格、まくら木の日本農林規格、

針葉樹の構造用製材の日本農林規格、針葉樹の造作用製材の日本農林規格、針葉樹の下地用製材の日本農林規格及び広葉樹製

材の日本農林規格によりそれぞれ格付の表示が付された押角、耳付材、まくら木、針葉樹の構造用製材、針葉樹の造作用製材、

針葉樹の下地用製材及び広葉樹製材については、なお従前の例による。

（最終改正の施行期日）

平成１９年８月２９日農林水産省告示第１０８３号については、平成１９年１１月２７日から施行する。


